
は
じ
め
に

　
京
都
市
下
京
区
松
原
通
烏
丸
に
所
在
す
る
因
幡
堂
（
平
等
寺
）
は
、「
因
幡
薬
師
」
と
も
呼
ば
れ
、
古
来
多
く
の
信
仰
を
集
め
て

き
た
。
そ
の
本
尊
で
あ
る
木
造
薬
師
如
来
立
像
（
以
下
、
因
幡
堂
像
と
す
る
。
図
１
、
３
、
５
、
７
、
９
）
は
一
木
造
り
の
古
様
な

造
法
に
よ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
表
情
は
優
美
で
穏
や
か
で
あ
り
、
定
朝
様
式
が
確
立
す
る
前
段
階
の
様
相
を
示
す
作
例
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ 

　
同
寺
の
縁
起
（
因
幡
堂
縁 

に
よ
る
と
、
こ
の
像
は
イ
ン
ド
伝
来
の
像
で
、
橘
行
平
が
因
幡
国
一
宮
に
参
拝
し
た
時
に
病
気
に

な
り
、
夢
告
に
よ
っ
て
同
国
の
賀
留
津
の
海
中
か
ら
引
き
揚
げ
た
も
の
で
、
行
平
は
当
地
に
こ
の
像
を
安
置
す
る
た
め
に
仮
堂
を
建

て
た
。
行
平
が
上
洛
後
の
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
に
、
こ
の
像
は
京
都
の
行
平
邸
に
飛
来
し
た
た
め
、
行
平
は
そ
こ
に
堂
を
建
立

（
１
）

る
。

（
２
）

起
）

（１）

京
都
・
因
幡
堂
薬
師
如
来
立
像
（
因
幡
薬
師
）
の

造
像
背
景
に
関
す
る
一
考
察岩

　
佐
　
光
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し
て
安
置
し
た
。
そ
の
後
、
行
平
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
こ
の
像
の
利
生
に
よ
り
因
幡
国
の
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
説
話
的
な
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
縁
起
に
登
場
す
る
橘
行
平
は
歴
史
上
実
在
し
た
人
物
で
あ
り
、
実
際
に
因
幡
国
の
国
司

を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
歴
史
的
な
事
実
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
因
幡
堂
像
の
制
作
時
期
は
、
そ
の
造
法
や

作
風
を
踏
ま
え
て
も
縁
起
に
語
ら
れ
る
長
保
五
年
頃
が
妥
当
で
あ 

そ
の
頃
の
造
像
と
み
る
の
が
定
説
化
し
て
い
る
と
い
え 

し
か
し
、
そ
の
造
像
背
景
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
見
解
を
見
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
私
は
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
八
月
に
刊
行
さ
れ
、
美
濃
の
仏
像
を
特
輯
し
た
『
国
華
』
第
一
四
三
八
号

で
、
延
算
寺
の
薬
師
如
来
立
像
（
以
下
、
延
算
寺
像
と
す
る
。
図
２
、
４
、
６
、
８
、　
）
の
解 

担
当
し
た
際
に
、
延
算
寺
像

１０

が
因
幡
堂
像
と
同
様
に
因
幡
国
か
ら
飛
来
し
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ
こ
と
、
そ
の
造
法
や
作
風
、
大
き
さ
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

両
像
に
は
そ
の
祖
形
と
な
っ
た
共
通
す
る
古
像
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
因
幡
堂
縁
起
に
登
場
す
る
橘
行
平
と

因
幡
国
の
在
地
豪
族
で
あ
る
伊
福
部
氏
と
の
密
接
な
関
係
を
推
定
し
、
美
濃
国
の
延
算
寺
周
辺
地
域
に
も
伊
福
部
氏
が
分
布
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
両
像
の
造
立
に
伊
福
部
氏
が
強
く
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
推
定
す
る
に
至
っ
た
。
特
に
、
因
幡
堂
像
の
造
像
背
景

に
つ
い
て
は
、
伊
福
部
氏
の
関
り
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、『
国
華
』
の
解
説
で
は
、
紙
数
も
限
ら
れ
て
お
り
、

解
説
の
対
象
が
延
算
寺
像
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
考
察
を
行
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

　
本
稿
で
は
、
特
に
因
幡
堂
像
に
焦
点
を
当
て
、
伊
福
部
氏
と
の
関
係
を
再
考
し
、
そ
の
造
像
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
し
て
み

た
い
。

（
３
）

り
、

（
４
）

る
。

（
５
）

説
を

（２）１０７



一
．
因
幡
堂
縁
起
に
つ
い
て

　
考
察
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
基
本
と
な
る
因
幡
堂
縁
起
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
二
十
一
日  

よ
る
と
、
因
幡
堂
の
存
在
が
確
認
で
き
、
そ
の
頃
「
小
霊
験
所
」
と

し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　『
阿
娑
縛
抄
諸
寺
略 

に
よ
る
と
、
当
初
は
記
載
さ
れ
た
縁
起
は
な
く
、
そ
の
由
緒
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
書

に
記
さ
れ
た
内
容
は
、「
昔
、
橘
好
古
大
納
言
の
孫
因
幡
守
行
平
が
、
神
拝
の
た
め
に
下
向
し
た
際
に
病
気
に
な
っ
た
。
夢
の
中
で
、

東
海
に
浮
木
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
立
て
よ
と
い
う
お
告
げ
が
あ
っ
た
の
で
、
海
辺
に
出
て
み
る
と
海
上
に
浮
く
物
が
あ
り
、
こ
れ
が

薬
師
如
来
等
身
像
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
立
て
る
と
病
が
平
癒
し
た
。
行
平
は
家
の
一
角
を
仏
堂
と
な
し
て
こ
れ
を
安
置
し
た
。
多
く

の
人
が
参
詣
し
て
、
所
願
を
果
た
し
、
そ
の
霊
験
は
世
に
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
た
。
今
の
因
幡
堂
が
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
、
簡
単
な

も
の
で
あ
っ
た
。

　
縁
起
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
態
を
示
す
の
が
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
『
因
幡
堂
薬
師
縁
起
絵
巻
』（
以
下
、
東
博
本
と
表
記
）

で
あ
る
。
東
博
本
は
現
状
一
巻
本
で
絵
と
詞
書
か
ら
な
り
、
鎌
倉
時
代
末
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
首
部
を
欠
き
、

天
地
に
大
き
な
焼
痕
を
残
す
な
ど
、
損
傷
が
著
し
い
。
詞
書
が
縁
起
文
に
な
る
が
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
把
握
で
き
な
い
状
態
で
あ

る
。

　
東
寺
観
智
院
所
蔵
の
『
因
幡
堂
縁
起
』（
以
下
、
観
智
院
本
と
表
記
）
は
本
来
絵
巻
物
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
の
詞
書
の
み
を

記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
下
二
巻
か
ら
な
り
、
上
巻
は
行
平
に
関
す
る
物
語
、
下
巻
は
因
幡
薬
師
を
め
ぐ
る
十
二
の
利
生
記
か
ら

（
６
）

条
に

（
７
）

記
』

京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（３）１０６



な
っ
て
お
り
、
東
博
本
と
は
別
系
統
の
縁
起
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
の
具
注
暦
の
紙
背
を
利

用
し
て
あ
り
、
奥
書
か
ら
同
三
十
三
年
正
月
十
一
日
に
権
大
僧
都
宗
源
に
よ
っ
て
平
等
寺
（
因
幡
堂
）
の
執
行
の
本
を
以
て
書
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
利
生
記
は
永
暦
二
年
（
一
一
六
一
）
か
ら
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
に
至
る
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
永
仁
元
年

は
観
智
院
本
の
原
本
が
成
立
し
た
上
限
を
示
す
と
考
え
ら
れ 

　
観
智
院
本
の
上
巻
が
内
容
的
に
東
博
本
に
相
当
す
る
が
、
観
智
院
本
は
東
博
本
の
内
容
を
増
幅
さ
せ
た
様
相
を
示
し
、
縁
起
と
し

て
は
東
博
本
よ
り
も
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
形
態
が
う
か
が
え
る
。
ま
ず
は
、
東
博
本
の
縁
起
の
内
容
を
観
智
院
本
で
補
い
な
が
ら
概

要
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　（
第
一
段
）
東
博
本
は
縁
起
の
前
の
部
分
が
欠
失
し
て
途
中
か
ら
始
ま
り
、
断
片
的
に
残
る
詞
書
か
ら
、
行
平
が
家
子
、
郎
等
を

引
き
連
れ
て
因
幡
国
に
下
向
す
る
こ
と
、
頃
は
三
月
半
ば
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
絵
は
そ
の
様
子
が
描
か
れ
、
行
平
は
牛
車
に
乗
っ

て
い
る
。（
図
　
～
　
）

１１

１６

　（
第
二
段
）
因
幡
国
一
宮
に
到
着
し
、
奉
幣
の
儀
式
を
行
う
。
絵
は
一
宮
に
参
拝
す
る
行
平
の
姿
が
描
か
れ
る
。（
図
　
～
　
）

１６

１８

　（
第
三
段
）
御
神
宝
を
奉
り
、
帰
洛
の
途
に
つ
く
が
、
計
ら
ず
も
、
旅
宿
で
病
を
得
て
し
ま
う
。
行
平
は
心
細
く
、
病
気
平
癒
を

願
い
、
こ
こ
に
霊
仏
は
い
る
か
い
な
い
か
念
じ
て
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
、
夢
告
が
あ
り
、
病
悩
を
除
こ
う
と
思
う
の
な
ら
ば
、
賀
留

津
に
浮
き
木
が
あ
る
。
多
年
を
経
て
い
る
が
、
衆
生
化
度
の
た
め
に
仏
生
国
よ
り
来
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
引
き
揚
げ
て
祈

誓
せ
よ
と
い
う
。
行
平
は
、
夢
の
中
で
、
病
気
が
平
癒
し
た
ら
、
都
に
迎
え
て
安
置
す
る
旨
、
立
願
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
夜
の
う
ち

に
病
気
が
平
癒
し
、
心
中
喜
ぶ
こ
と
限
り
が
な
か
っ
た
。
絵
は
、
旅
宿
で
病
に
伏
せ
る
行
平
と
そ
の
脇
に
付
き
添
う
僧
侶
が
描
か
れ

る
。（
図
　
・
　
）

１９

２０

　（
第
四
段
）
夜
が
明
け
て
、
賀
留
津
に
行
き
、
漁
夫
に
浮
き
木
が
あ
る
か
尋
ね
る
と
、
時
々
光
を
放
ち
、
こ
の
七
日
間
は
光
明
が

（
８
）

る
。

（４）１０５



輝
い
て
い
る
と
い
う
。
行
平
が
漁
夫
た
ち
に
引
上
げ
さ
せ
る
と
、
金
色
の
波
が
立
ち
、
磯
の
近
く
ま
で
来
る
と
、
等
身
の
薬
師
如
来

像
で
、
胸
に
満
字
（
万
字
）
が
あ
っ
た
。
行
平
は
悦
び
迎
え
て
、
味
野
河
の
端
に
桑
の
木
に
大
豆
を
か
け
た
木
の
も
と
に
仮
堂
を
建

て
た
。
こ
の
時
、
薬
師
如
来
は
行
平
と
宿
執
の
因
縁
が
あ
る
旨
を
語
っ
た
。
絵
は
賀
留
津
の
浜
辺
に
立
つ
行
平
と
網
で
薬
師
如
来
を

引
き
揚
げ
る
漁
夫
た
ち
を
描
く
。（
図
　
～
　
）

２１

２４

　（
第
五
段
）
帰
洛
後
、
行
平
は
立
願
し
た
よ
う
に
、
薬
師
如
来
像
を
自
宅
に
安
置
し
よ
う
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
が
、
公
私
と
も

に
忙
し
く
、
空
し
く
年
月
が
過
ぎ
て
い
た
。
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
四
月
、
薬
師
如
来
像
は
空
を
飛
び
、
行
平
の
家
に
来
て
、
門

を
た
た
い
た
。
そ
の
音
に
兵
士
（
門
番
）
は
門
を
開
け
ず
に
尋
ね
る
と
、
薬
師
如
来
は
「
因
幡
国
に
い
る
僧
が
来
た
と
伝
え
よ
」
と

言
っ
た
。
そ
の
旨
を
行
平
に
伝
え
る
と
、
行
平
は
驚
い
て
浄
衣
を
着
て
門
を
開
け
る
と
、
因
幡
国
で
海
か
ら
引
き
揚
げ
た
薬
師
如
来

で
あ
っ
た
。
行
平
は
自
ら
中
に
入
れ
、
中
門
に
し
ば
ら
く
安
置
し
た
。
そ
の
夜
、
虚
空
に
声
が
あ
っ
て
洛
中
に
向
け
て
「
高
辻
烏
丸

に
仏
生
国
の
薬
師
如
来
が
来
化
さ
れ
た
。
拝
見
す
べ
し
」
と
告
げ
た
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
行
平
の
家
に
群
集
し
た
。
絵
は
行

平
の
家
に
飛
来
す
る
薬
師
如
来
、
浄
衣
を
着
て
迎
え
る
行
平
、
そ
れ
を
安
置
す
る
行
平
の
姿
を
描
く
。
絵
に
は
断
絶
が
あ
り
、
別
に

向
拝
の
付
い
た
建
物
が
描
か
れ
る
。（
図
　
～
　
）

２４

２８

　（
第
六
段
）
そ
の
後
、
行
平
は
高
辻
烏
丸
の
家
に
居
住
し
て
い
た
が
、
こ
の
仏
像
は
、
宣
風
坊
の
南
半
を
経
て
、
行
平
の
家
の
築

地
の
上
に
飛
来
し
た
。
行
平
は
こ
の
家
を
寺
院
と
し
て
、
別
の
場
所
に
引
っ
越
し
た
。
絵
は
行
平
の
家
の
築
地
に
飛
来
し
た
薬
師
如

来
を
描
く
。（
図
　
・
　
）

２９

３０

　（
第
七
段
）
年
齢
が
長
じ
、
行
平
は
因
幡
国
と
の
縁
が
深
く
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
正
月
に
国
守
に
任
じ
ら
れ
、
再
び
因
幡

国
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
如
来
の
利
生
で
朝
恩
の
至
り
で
あ
る
。
目
出
た
い
こ
と
は
、
如
来
出
現
の
海
辺
を
再
び
拝
見
で

き
る
こ
と
、
自
分
自
身
の
栄
花
な
ど
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
絵
は
、
因
幡
国
に
向
け
て
山
中
を
行
く
行
平
一
行
を
描
く
。
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行
平
は
網
代
輿
に
乗
る
。（
図
　
・
　
）

３１

３２

　（
第
八
段
）
そ
の
後
、
寺
院
は
阿
弥
陀
堂
、
鎮
守
等
、
甍
を
並
べ
、
荘
厳
し
た
。
鎮
守
権
現
と
は
因
幡
国
一
宮
八
幡
大
菩
薩
で
あ
り
、

御
影
向
が
あ
っ
た
。
本
堂
に
つ
い
て
は
別
の
寺
号
が
あ
る
が
、
因
幡
国
よ
り
仏
像
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
幡
堂
と
い
う
。

本
堂
、
阿
弥
陀
堂
、
鎮
守
、
拝
殿
、
二
階
鐘
楼
、
僧
房
、
三
大
門
、
温
室
等
が
建
立
さ
れ
た
。
公
家
武
家
の
祈
禱
所
で
、
三
国
相
伝

の
本
尊
が
あ
り
、
誠
に
尊
い
こ
と
で
あ
る
。
絵
は
諸
堂
が
立
ち
並
ん
だ
様
子
と
参
詣
者
を
描
く
。（
図
　
～
　
）

３２

３４

　
以
上
が
、
東
博
本
の
内
容
で
あ
る
。
東
博
本
は
縁
起
の
途
中
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
欠
失
し
た
箇
所
は
、
観
智
院
本
か
ら
類
推
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
観
智
院
本
の
冒
頭
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
天
竺
舎
衛
国
の
祇
園
精
舎
は
釈
迦
在
世
中
に
建
立
さ
れ
た
千
七
百
十
五
間
の
堂
舎
で
、
比
類
な
き
霊
場
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
火

災
や
破
壊
で
荒
廃
す
る
た
び
に
再
建
さ
れ
た
歴
史
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
祇
園
精
舎
四
十
九
院
内
の
東
北
療
病
院
の
本
尊
は
、

等
身
薬
師
如
来
栴
檀
像
で
、
釈
迦
の
御
自
作
で
あ
っ
た
が
、
伽
藍
が
破
壊
さ
れ
た
時
に
、
東
方
に
飛
び
、
所
在
が
知
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
村
上
天
皇
の
時
代
の
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
に
大
納
言
家
橘
好
古
の
孫
の
少
将
行
平
が
神
拝
の
た
め
に
因
幡
国
一
宮
に
参

向
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
観
智
院
本
の
冒
頭
部
分
は
、
祇
園
精
舎
の
興
廃
の
歴
史
が
長
大
で
、
因
幡
国
一
宮
の
祭
神
で
あ
る
武
内
宿
禰
の
話
が
加
わ
る
な
ど
、

文
脈
が
辿
り
に
く
い
箇
所
も
あ
る
が
、
因
幡
堂
像
の
イ
ン
ド
伝
来
の
由
緒
と
、
同
像
と
行
平
が
出
会
う
契
機
と
な
っ
た
行
平
の
因
幡

国
一
宮
参
拝
に
至
る
状
況
を
語
ろ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
東
博
本
の
第
三
段
や
第
五
段
に
は
因
幡
堂
像
が
仏
生
国
か
ら
来
現
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
東
博
本
に
も
観

智
院
本
の
冒
頭
部
分
に
相
当
す
る
内
容
の
物
語
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
東
博
本
と
観
智
院
本
の
内
容
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
野
玄
三
氏
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い 

、
そ
の
概
要
を
記
す
と

（
９
）

る
が
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以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
観
智
院
本
で
は
、
行
平
の
病
が
海
中
か
ら
薬
師
像
を
引
き
揚
げ
た
後
に
平
癒
し
た
と
物
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
博
本
で
は

夢
告
の
段
階
で
平
癒
し
、
そ
の
後
に
薬
師
像
を
引
き
揚
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

②
観
智
院
本
で
は
、
行
平
が
賀
留
津
に
行
き
、
九
十
有
余
の
老
男
安
大
夫
か
ら
、
浦
の
由
来
を
詳
し
く
聞
く
話
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

東
博
本
に
は
な
い
。

③
観
智
院
本
で
は
、
行
平
が
海
中
の
薬
師
像
を
網
で
磯
に
引
き
揚
げ
た
こ
と
、
大
豆
を
か
け
た
桑
の
木
の
下
に
堂
を
建
て
そ
こ
に
薬

師
を
安
置
し
、
そ
の
堂
を
大
豆
桑
寺
（
ま
め
く
わ
で
ら
）
と
呼
び
、
こ
れ
を
薬
師
寺
と
号
し
て
十
二
町
の
田
地
を
寄
せ
、
末
子
一
人

を
止
め
て
開
発
領
主
と
定
め
た
と
記
す
。
東
博
本
は
薬
師
像
を
引
き
揚
げ
た
こ
と
と
、
大
豆
を
か
け
た
桑
の
木
の
も
と
に
仮
堂
を
建

て
て
薬
師
を
安
置
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

④
観
智
院
本
で
は
、
薬
師
像
が
因
幡
国
か
ら
飛
来
す
る
場
面
で
、
ま
ず
行
平
の
夢
想
に
薬
師
が
現
れ
、
つ
い
で
薬
師
が
門
を
叩
く
音

が
聞
こ
え
た
と
い
い
、
行
平
が
手
ず
か
ら
薬
師
を
室
内
に
案
内
し
た
と
こ
ろ
、
薬
師
は
み
ず
か
ら
中
門
に
出
た
と
記
す
。
東
博
本
で

は
事
前
の
夢
想
が
な
く
、
行
平
が
手
ず
か
ら
中
門
に
安
置
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑤
観
智
院
本
で
は
、
行
平
が
二
条
京
極
に
あ
っ
た
祖
父
好
古
大
納
言
家
の
持
仏
堂
に
薬
師
を
移
し
た
物
語
を
収
め
る
の
に
、
東
博
本

に
は
な
い
。
東
博
本
で
は
第
十
二
紙
と
第
十
三
紙
の
絵
が
つ
な
が
ら
な
い
（
図
　
・
　
）
の
で
、
何
枚
か
の
欠
失
が
あ
る
こ
と
を
物

２７

２８

語
る
。
第
十
三
紙
に
描
か
れ
た
建
物
は
二
条
京
極
の
持
仏
堂
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑥
観
智
院
本
で
は
、
薬
師
が
二
条
京
極
邸
か
ら
行
平
邸
に
飛
び
返
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
行
平
の
夢
に
薬
師
が
あ
ら
わ
れ
、

「
此
所
ハ
東
方
浄
瑠
璃
浄
土
ノ
西
門
、
西
方
極
楽
浄
土
ノ
東
門
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
、
是
ニ
テ
衆
生
カ
利
益
ア
ル
ヘ
シ
」
と
告
げ
た
の
で
、

行
平
は
随
喜
し
て
自
邸
を
仏
閣
と
し
て
阿
弥
陀
堂
等
の
諸
堂
を
造
営
し
、
行
平
の
子
息
一
人
を
法
師
（
光
朝
禅
師
）
に
し
て
寺
務
と
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し
て
、
そ
の
他
さ
る
べ
き
家
々
の
子
孫
達
を
法
師
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
箇
所
は
東
博
本
に
は
な
い
。

⑦
観
智
院
本
で
は
、
京
都
に
飛
来
し
た
の
は
薬
師
如
来
像
の
み
で
あ
っ
た
の
で
、
現
地
に
残
さ
れ
た
台
座
と
光
背
も
京
都
に
迎
え
よ

う
と
し
た
が
、
現
地
の
人
々
に
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
仮
堂
と
し
て
建
て
ら
れ
た
薬
師
寺
を
山
の
上
に
引
き
上
げ
て
御
堂
を
建
立

し
て
座
光
寺
と
名
づ
け
た
。
こ
の
台
座
と
光
背
に
あ
わ
せ
て
本
仏
の
よ
う
に
新
た
に
如
来
像
を
造
立
し
て
安
置
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の

仏
像
は
釈
迦
御
自
作
の
像
の
台
座
に
立
つ
こ
と
を
遠
慮
し
た
と
い
う
話
を
載
せ
る
。
こ
の
話
は
東
博
本
に
は
な
い
。

⑧
観
智
院
本
で
は
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
秋
の
頃
、
行
平
が
因
幡
国
司
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
巻
上
を
締
め
く
く
り
、

巻
下
の
利
生
記
に
繋
げ
て
い
る
。
東
博
本
で
は
、
行
平
の
国
司
補
任
を
寛
弘
二
年
正
月
の
こ
と
と
し
、
そ
の
後
の
因
幡
堂
の
発
展
を

述
べ
る
が
、
平
等
寺
の
寺
号
は
明
ら
か
に
し
な
い
。
観
智
院
本
で
は
巻
下
第
一
段
で
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
四
月
八
日
に
勅
額
を

下
さ
れ
て
平
等
寺
と
号
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
中
野
氏
は
、
東
博
本
は
観
智
院
本
よ
り
も
古
体
を
保
つ
こ
と
、
東
博
本
の
詞
が
簡
潔
で
要
を
得
て
い
る
の
は
、
古
い
縁
起
絵
巻
が

主
に
絵
の
み
の
展
開
に
よ
っ
て
、
物
語
の
推
移
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
に
通
じ
、
そ
れ
に
対
し
て
観
智
院
本
は
饒
舌
で
あ
り
、

社
寺
縁
起
絵
の
成
熟
段
階
を
示
す
こ
と
、
観
智
院
本
で
は
東
博
本
が
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
人
の
素
性
や
寺
名
を
明
ら
か
に
し
て
、

縁
起
の
筋
道
を
ま
こ
と
し
や
か
に
叙
述
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
成
熟
期
の
寺
社
縁
起
絵
の
特
色
で
あ
る
こ
と
、
東
博
本
は
全
巻
を
通

じ
て
因
幡
堂
で
一
貫
し
、
平
等
寺
の
寺
号
を
用
い
て
お
ら
ず
、
こ
の
本
の
原
型
の
成
立
が
平
安
時
代
に
遡
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い 

本
稿
で
は
こ
の
見
解
に
従
い
、
東
博
本
の
内
容
が
因
幡
堂
縁
起
成
立
段
階
の
原
型
に
よ
り
近
い
も
の
と
み
て
、

本
稿
で
因
幡
堂
縁
起
と
い
う
場
合
は
東
博
本
に
観
智
院
本
の
冒
頭
部
分
の
内
容
を
加
え
た
も
の
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
　
）
１０る
。

（８）１０１



二
．
因
幡
堂
像
と
延
算
寺
像

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、『
国
華
』
第
一
四
三
八
号
の
拙
稿
の
内
容
に
従
っ
て
、
因
幡
堂
像
と
延
算
寺
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
あ
ら
た
め

て
述
べ
て
お
き
た 

　
延
算
寺
は
、
岐
阜
市
の
北
東
部
の
岩
井
と
呼
ば
れ
る
地
に
所
在
す
る
真
言
宗
の
古
刹
で
、
延
算
寺
像
は
同
寺
本
坊
の
本
尊
と
し
て

伝
来
し
た
。
本
像
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
高
野
山
・
不
動
院
所
蔵
の
『
濃
州
山
県
郡
岩
井
山
延
算
寺
縁 

に
、
以
下
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
に
伝
教
大
師
が
唐
よ
り
帰
朝
し
、
西
国
か
ら
上
洛
の
途
中
で
、
因
幡
国
岩
井
郡
岩
井
山
の
麓
に
あ
る

温
泉
に
留
ま
り
、
一
木
を
も
っ
て
薬
師
の
尊
像
二
体
を
彫
刻
し
、
一
体
を
そ
の
地
に
留
め
、
一
体
を
護
持
し
て
上
洛
し
、
比
叡
山
の

本
尊
と
し
た
。
因
幡
国
に
あ
っ
た
尊
像
は
や
が
て
東
を
指
し
て
飛
び
去
り
、
当
地
に
至
っ
た
。
そ
の
頃
、
当
地
で
草
庵
を
結
ん
で
修

行
に
励
ん
で
い
た
比
丘
は
こ
の
像
を
す
ぐ
に
勧
請
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
、
信
者
が
持
っ
て
き
た
新
し
い
盥
の
上
に
安
置
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
像
は
「
盥
の
尊
像
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
や
が
て
比
丘
は
信
者
と
と
も
に
一
堂
を
建
立
し
て
安
置
し
た
。
そ

の
後
、
弘
法
大
師
が
来
山
し
て
こ
の
尊
像
を
拝
し
、
山
上
の
岩
井
に
臨
ん
で
五
智
の
梵
字
を
書
い
て
巌
水
を
加
持
し
た
と
こ
ろ
、
そ

の
字
が
水
中
に
見
顕
し
、
比
丘
は
こ
れ
に
よ
っ
て
密
法
を
受
け
、
草
庵
を
延
算
寺
と
号
し
た
。
弘
法
大
師
は
数
日
の
間
、
法
要
を
行

い
、
密
教
興
隆
を
祈
り
、
貴
賤
が
群
集
し
て
皆
霊
験
を
受
け
た
と
い
う
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
延
算
寺
像
は
因
幡
堂
像
と
同
様
に
も
と
は
因
幡
国
に
あ
り
、
そ
れ
が
飛
来
し
て
現
在
の
地
に
移
動
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鳥
取
市
の
北
東
側
に
位
置
す
る
岩
美
郡
岩
見
町
岩
井
に
は
、
実
際
に
岩
井
温
泉
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
岩

（
　
）
１１い
。

（
　
）
１２起
』
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井
廃
寺
と
い
う
七
世
紀
末
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
の
寺
院
跡
が
存
在
す
る
。
延
算
寺
像
は
こ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
お 

『
延
算
寺
縁
起
』
に
は
何
ら
か
の
史
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
両
像
に
お
い
て
興
味
深
い

の
が
、
造
形
的
に
も
一
脈
通
じ
あ
う
要
素
が
あ
る
点
で
あ
る
。（
図
１
～
　
）
例
え
ば
、
伏
し
目
が
ち
に
表
わ
さ
れ
た
き
り
っ
と
し

１０

た
表
情
、
腹
部
下
方
で
Ｙ
字
形
を
描
き
、
大
腿
部
周
辺
で
大
き
く
Ｕ
字
状
を
な
す
衣
文
表
現
、
左
手
か
ら
衲
衣
を
長
い
袖
状
に
垂
下

さ
せ
る
着
衣
の
表
現
、
胸
部
を
薄
め
に
腹
部
を
丸
く
前
方
に
出
す
側
面
観
な
ど
共
通
し
、
像
高
も
両
像
と
も
に
一
五
三
セ
ン
チ
で
同

じ
で
あ
る
。
ま
た
、
頭
体
を
通
じ
て
一
木
で
造
ら
れ
、
内
刳
り
も
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
衣
文
の
一
部
に
翻
波
を
ま
じ
え
て
彫
出
す
る

な
ど
、
そ
の
造
法
も
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
延
算
寺
像
で
は
衲
衣
を
偏
袒
右
肩
に
ま
と
い
、
右
肩
を
露
出
し
た
着
衣
形
式
を
示
す
の

に
対
し
て
、
因
幡
堂
像
で
は
右
肩
は
露
出
せ
ず
内
衣
を
つ
け
て
い
る
点
、
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
延
算
寺
像
は
因
幡
堂
像
と
比
較

し
て
、
体
部
に
量
感
が
あ
り
、
顔
立
ち
も
唇
を
厚
め
に
表
わ
す
な
ど
、
全
体
に
古
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
延
算
寺
像
は
表
面
が
素
木
の

状
態
で
あ
る
が
、
因
幡
堂
像
は
漆
箔
仕
上
げ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
相
違
点
に
着
目
し
た
場
合
に
興
味
深
い
の
は
、
因
幡
堂
縁
起
に
登
場
す
る
像
は
、
も
と
も
と
天
竺
の
祇
園
精
舎
で
釈
迦

御
自
作
の
栴
檀
像
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
を
造
形
的
に
継
承
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
延
算
寺
像
と
い
え
、
衲
衣

を
偏
袒
右
肩
に
ま
と
い
、
右
肩
を
露
出
し
て
い
る
点
は
イ
ン
ド
風
が
顕
著
で
あ
り
、
天
竺
の
祇
園
精
舎
で
釈
迦
自
ら
造
立
し
た
と
い

う
伝
承
に
対
応
す
る
。
さ
ら
に
延
算
寺
像
は
カ
ヤ
材
を
使
用
し
て
お
り
、
素
地
仕
上
げ
に
な
っ
て
い
る
点
は
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
代
用
材

と
し
て
の
カ
ヤ
に
よ
る
檀
像
と
し
て
造
ら
れ
た
と
も
い 

栴
檀
像
と
い
う
伝
承
と
も
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
因
幡
堂
縁
起
に
登
場

す
る
像
と
し
て
は
、
因
幡
堂
像
よ
り
も
む
し
ろ
延
算
寺
像
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
両
像
に
は
何
ら
か
の
共
通
す
る
造
像
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
因
幡
堂
像
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
橘
行
平
の
動
向
で
あ 

行
平
は
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
因

（
　
）
１３り
、

（
　
）
１４え
、

（
　
）
１５る
。

（１０）９９



幡
国
に
国
司
と
し
て
着
任
す
る
が
、
前
任
者
で
あ
る
藤
原
惟
憲
の
不
正
を
暴
き
、
同
四
年
に
は
因
幡
介
の
因
幡
千
兼
を
殺
害
す
る
事

件
を
起
こ
し
て
お
り
、
因
幡
国
に
着
任
後
、
行
平
は
在
地
の
豪
族
で
あ
る
因
幡
氏
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
因
幡
国
の
地
方
豪
族
と
し
て
因
幡
氏
と
拮
抗
す
る
勢
力
を
有
し
て
い
た
伊
福
部
氏
の
存
在

で
あ
る
。
浜
崎
洋
三
氏
は
、
因
幡
氏
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
天
穂
日
命
神
、
伊
福
部
氏
と
関
連
す
る
宇
部
神
が
九
世
紀
半
ば
に

は
共
に
正
三
位
の
神
階
を
受
け
て
競
合
関
係
に
あ
っ
た
が
、
因
幡
氏
滅
亡
後
、
十
一
世
紀
末
に
は
宇
部
神
が
因
幡
国
一
宮
の
地
位
に

つ
き
、
宇
部
神
の
社
司
の
伊
福
部
氏
が
介
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
伊
福
部
氏
が
因
幡
国
衙
に
お
け
る
在

庁
官
人
の
第
一
の
地
位
に
つ
い
た
こ
と
を
示
す
と
し
、
因
幡
千
兼
殺
害
の
背
景
に
は
、
行
平
と
伊
福
部
氏
の
提
携
が
あ
っ
た
こ
と
も

推
定
で
き
る
と
指
摘
し
て
い 

こ
の
見
解
に
従
う
と
、
縁
起
に
お
い
て
因
幡
国
一
宮
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

因
幡
堂
と
そ
の
本
尊
の
造
立
に
は
伊
福
部
氏
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
推
定
で
き
る
。

　
こ
の
伊
福
部
氏
は
延
算
寺
の
所
在
す
る
美
濃
国
に
も
多
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
に
そ
の
本
拠
地
は
山
県
郡
三
井
田

里
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
て
い 

こ
の
三
井
田
里
は
現
在
の
岐
阜
市
三
田
洞
か
ら
山
県
市
高
富
付
近
と
さ
れ 

、
延
算
寺
が
位
置

す
る
岩
井
か
ら
は
、
直
線
距
離
に
す
る
と
、
三
田
洞
ま
で
は
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
高
富
ま
で
は
約
三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

あ
り
、
位
置
的
に
は
か
な
り
近
い
と
い
え
る
。
九
世
紀
に
定
額
寺
と
な
っ
た
地
方
寺
院
に
は
地
方
豪
族
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院

が
多
い
と
い
う
指 

従
う
と
、
延
算
寺
は
伊
福
部
氏
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ 

こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
両
像
の
造
像
背
景
と
し
て
伊
福
部
氏
の
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、『
国
華
』
で
述
べ
た
両
像
に
関
す
る
私
の
見
解
で
あ
る
。
本
稿
で
は
特
に
、
因
幡
堂
像
と
伊
福
部
氏
と
の
関
わ
り
に
着

目
し
て
い
く
が
、
次
に
浜
崎
氏
の
指
摘
に
注
目
し
、
橘
行
平
の
動
向
を
通
し
て
、
伊
福
部
氏
と
の
接
点
を
あ
ら
た
め
て
探
っ
て
い
き

た
い
。

（
　
）
１６る
。

（
　
）
１７る
。

（
　
）
１８る
が

（
　
）
１９摘
に

（
　
）
２０る
。
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三
．
橘
行
平
の
動
向

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
史
料
か
ら
辿
れ
る
橘
行
平
の
動
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　『
尊
卑
文 

に
よ
る
と
、
行
平
の
祖
父
は
大
納
言
正
三
位
の
橘
好
古
、
父
は
駿
河
守
正
五
位
下
の
敏
政
、
兄
に
陸
奥
守
従
四
位

上
の
則
光
と
陸
奥
守
正
四
位
下
の
則
隆
が
い
た
。
子
に
行
頼
と
女
子
（
名
前
不
明
）
が
い
た
が
、
女
子
は
兄
則
光
と
の
間
に
子
が
あ

り
、
光
朝
と
い
う
法
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
祖
父
好
古
は
公
卿
で
あ
っ
た
が
、
父
や
兄
弟
は
受
領
層
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

兄
則
光
や
子
の
行
頼
と
女
子
は
歌
人
で
あ
り
、
則
光
は
清
少
納
言
の
夫
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ 

　
因
幡
堂
縁
起
で
は
、
行
平
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
因
幡
国
の
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
同
年
正
月
二
十
五

日
か
ら
二
十
七
日
の
除
目
の
会
議
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ 

『
御
堂
関
白
記
』
同
年
二
月
二
十
九
日 

よ
る
と
、
行

平
は
前
任
の
駿
河
国
、
常
陸
国
等
で
の
治
国
が
評
価
さ
れ
四
位
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
行
平
が
因
幡
国
に
着
任
し
た
様
子
を
語
る
具
体
的
な
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、『
権
記
』
同
年
四
月
十
四
日 

よ
る
と
「
因

幡
守
行
平
」
等
が
提
出
し
た
国
内
事
情
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
国
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
提
出
さ
れ
た
書
類
の
内
容
と
審
議
結
果
は
「
条
事
定
文
写
」（『
平
安
遺
文
』
四
三
九
）
と
し
て
記
録
に
残

さ
れ
て
い 

こ
れ
は
、
国
内
の
諸
問
題
に
つ
い
て
書
き
上
げ
て
中
央
に
送
り
、
裁
可
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
行
平
は
、
①
在
任

中
、
神
寺
・
院
宮
家
の
封
戸
に
充
て
る
調
絹
は
疋
別
銭
五
百
文
、
庸
綿
は
屯
別
三
十
文
に
代
え
て
進
済
す
る
こ
と
、
②
国
全
体
に
一

年
間
、
調
庸
雑
物
を
免
除
す
る
こ
と
を
申
請
し
て
い
る
。
審
議
の
結
果
、
①
は
、
調
絹
は
五
百
文
を
六
百
文
に
変
更
し
た
上
で
許
可

す
る
が
、
庸
綿
に
つ
い
て
は
先
例
が
な
い
の
で
許
可
し
な
い
、
②
に
つ
い
て
は
前
任
者
の
藤
原
惟
憲
の
在
任
中
に
国
力
は
回
復
し
て

（
　
）
２１脈
』

（
　
）
２２る
。

（
　
）
２３る
。

（
　
）
２４条
に

（
　
）
２５条
に

（
　
）
２６る
。

（１２）９７



い
る
の
で
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　『
御
堂
関
白
記
』
同
年
十
二
月
二
十
九
日 

よ
る
と
、
因
幡
国
の
前
任
国
司
で
あ
る
藤
原
惟
憲
と
後
任
国
司
で
あ
る
行
平
と
の

間
で
、
解
由
状
を
発
給
す
る
か
否
か
で
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
解
由
状
は
職
務
の
引
継
ぎ
が
完
了
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
文
書
で
、
後
任
者
が
前
任
者
に
対
し
て
発
給
す
る
が
、
行
平
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
道
長
は
前
任
者
惟
憲
の
言
い
分
に
道
理

を
認
め
、
そ
の
結
果
、
行
平
は
解
由
状
を
発
給
し
た
。
そ
の
原
因
は
不
動
穀
（
非
常
時
の
た
め
に
備
蓄
さ
れ
た
穀
物
）
が
不
足
し
て

い
た
か
ら
の
よ
う
で
、
台
帳
を
確
認
後
、
実
物
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
同
記
翌
寛
弘
三
年
正
月
六
日 

よ
る
と
、
行
平
と
惟
憲
と
の
間
で
問
題
に
な
っ
た
不
動
穀
は
八
千
石
で
あ
っ
た
が
、
行
平
の
申

文
に
は
多
く
相
違
が
あ
る
の
で
、
藤
原
広
業
を
呼
ん
で
事
情
を
調
べ
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
記
事
が
な
い
が
、
同

月
二
十
八
日
の
除
目
で
、
惟
憲
は
甲
斐
守
に
任
じ
ら
れ
て
い 

で
、
惟
憲
に
特
に
過
失
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　『
権
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
七
月
二
十
三
日 

よ
る
と
、
因
幡
国
の
官
人
や
百
姓
等
が
上
京
し
、
愁
訴
す
る
事
件
が
起

き
る
。
さ
ら
に
、
同
記
同
年
十
月
二
十
九
日 

は
、
行
平
が
因
幡
国
の
介
（
次
官
）
の
千
兼
と
い
う
者
を
殺
害
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
行
平
は
そ
れ
ま
で
に
一
度
は
呼
ば
れ
て
事
情
聴
取
に
応
じ
た
が
、
真
相
が
不
明
の
た
め
、
度
々
召
喚
し
た
が
来
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
の
件
に
関
し
て
議
論
さ
れ
た
が
、
諸
卿
は
法
家
（
法
律
に
関
す
る
学
問
を
専
門
と
す
る
官
人
）
に
勘
申
（
先
例
な
ど
を
調

べ
て
報
告
す
る
こ
と
）
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。『
日
本
紀
略
』
の
同
日 

よ
る
と
、
行
平
が
「
介
因
幡
千
里
」
を
殺
害
し

た
件
に
つ
い
て
群
議
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
千
兼
と
因
幡
千
里
は
同
一
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
今
昔
物
語
集
』
第

十
七
巻
第
二
十
五
の
説 

は
や
は
り
同
一
人
と
み
ら
れ
る
人
物
が
登
場
し
、
そ
の
名
を
「
千
包
（
ち
か
ね
）」
と
表
記
し
て
い
る

た
め
、
因
幡
千
兼
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
で
は
以
後
千
兼
と
表
記
し
て
い
く
。

　『
御
堂
関
白
記
』、『
権
記
』
同
年
十
二
月
二
十
五
日 

よ
る
と
、
行
平
の
件
に
関
し
て
、
法
家
か
ら
報
告
書
が
出
さ
れ
、
諸
卿

（
　
）
２７条
に

（
　
）
２８条
に

（
　
）
２９る
の

（
　
）
３０条
に

（
　
）
３１条
に

（
　
）
３２条
に

（
　
）
３３話
に

（
　
）
３４条
に
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は
そ
の
報
告
書
に
従
っ
て
、
天
皇
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
、
行
平
の
処
罰
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、『
公
卿
補
任
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
菅
原
輔
正
の

項
に
よ
る
と
、
そ
の
前
年
に
輔
正
が
参
議
を
辞
任
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
息
子
の
為
理
が
因
幡
守
に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
申
請
し
て
い

る
の
で
、
こ
の
時
点
で
、
行
平
は
因
幡
守
を
解
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い 

　
以
上
が
、
記
録
か
ら
辿
れ
る
、
行
平
の
動
向
で
あ
る
。
行
平
に
関
す
る
歴
史
的
な
事
実
は
、
寛
弘
二
年
に
因
幡
国
司
に
任
じ
ら
れ

た
こ
と
、
着
任
直
後
に
前
任
者
で
あ
る
藤
原
惟
憲
と
の
間
で
そ
の
引
継
ぎ
の
過
程
で
不
動
穀
八
千
石
を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
在
任
中
に
介
の
因
幡
千
兼
を
殺
害
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
行
平
を
め
ぐ
る
一
連
の
出
来
事
に
関
し
て
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
た
の
が
、
村
井
康
彦
氏
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の

見 

つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　
村
井
氏
は
ま
ず
、
殺
さ
れ
た
因
幡
千
兼
は
因
幡
氏
と
い
う
国
名
を
負
う
旧
族
の
出
で
あ
り
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
九
月
作
成
の

「
東
大
寺
領
因
幡
国
高
草
郡
高
庭
庄
坪
付
帳
」（『
平
安
遺
文
』
二
五
一
号
）
の
署 

ら
、
先
祖
に
は
十
世
紀
半
ば
高
草
郡
の
擬
大

領
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
因
幡
氏
は
郡
司
と
し
て
は
伊
福
部
氏
と
な
ら
ぶ
存
在
で
あ
り
、
遅
く
と
も
十
一
世
紀
初

め
の
千
兼
ま
で
の
間
に
国
司
二
等
官
（
介
）
と
し
て
国
庁
官
人
に
な
っ
た
と
す
る
。

　
そ
の
一
方
で
伊
福
部
氏
は
国
庁
の
す
ぐ
北
に
所
在
す
る
宇
倍
宮
の
社
司
氏
族
と
し
て
、
国
庁
で
の
祭
祀
に
密
接
に
関
わ
っ
た
と
み

ら
れ
、
氏
神
社
が
国
庁
の
祭
祀
に
関
わ
り
公
的
な
機
能
を
果
た
し
た
と
い
う
点
で
は
、
伊
福
部
氏
に
勝
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
と
し
、

伊
福
部
氏
は
神
官
を
か
ね
る
国
庁
官
人
と
な
り
、
国
庁
機
能
の
重
要
な
部
分
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
因
幡
国
に
お
け
る
郡
司
氏
族

の
国
庁
官
人
化
は
、
こ
の
伊
福
部
氏
を
中
心
に
展
開
し
、
そ
れ
と
拮
抗
し
た
の
が
因
幡
氏
と
み
る
。
そ
し
て
、
国
庁
官
人
の
任
用
に

当
っ
て
は
国
守
（
受
領
）
の
意
向
に
よ
っ
た
た
め
、
国
守
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
在
地
氏
族
間
の
競
い
合
い
が
ど
の
国
で
も
生
じ
て
い

（
　
）
３５る
。

（
　
）
３６解
に

（
　
）
３７名
か

（１４）９５



る
事
を
指
摘
し
、
因
幡
千
兼
の
殺
害
事
件
も
、
そ
う
し
た
在
地
の
政
治
構
造
が
背
景
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
た
う
え
で
、
村
井
氏
は
、
行
平
の
前
任
者
で
あ
る
藤
原
惟
憲
と
結
託
し
て
い
た
の
が
因
幡
千
兼
で

あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
行
平
と
惟
憲
と
の
引
継
ぎ
の
過
程
で
起
こ
っ
た
不
動
穀
八
千
石
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
、
惟
憲
が
任
期

終
了
に
際
し
不
動
穀
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
が
行
平
の
調
査
で
発
覚
し
た
た
め
、
も
と
に
戻
し
た
と
い
う
こ
と
が
真
相
で
、
そ
れ
に
介

在
し
て
い
た
の
が
千
兼
で
あ
っ
た
と
み
る
。
そ
れ
を
契
機
に
し
て
、
国
守
行
平
と
次
官
の
千
兼
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
行
平
の
国
務

遂
行
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
あ
り
、
つ
い
に
殺
害
事
件
に
及
ん
だ
と
解
釈
す
る
。

　
さ
ら
に
村
井
氏
は
本
件
に
対
し
、
と
く
に
公
卿
ら
が
法
家
に
処
置
を
検
討
さ
せ
、
そ
の
報
告
に
基
づ
い
て
勅
定
を
仰
ぐ
な
ど
関
わ

る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
は
不
審
と
す
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
村
井
氏
は
惟
憲
が
道
長
家
の
家
司
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、

道
長
は
そ
の
不
正
を
知
り
な
が
ら
、
逆
に
惟
憲
を
終
始
か
ば
っ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
惟
憲
は
、
後
に
大
宰
大
弐

に
な
り
、
任
期
が
終
了
し
た
際
に
、
西
海
道
の
あ
ら
ゆ
る
物
を
収
奪
し
て
、
莫
大
な
財
宝
を
も
っ
て
帰
京
し
た
こ
と
が
知
ら 

因

幡
国
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
推
定
さ
れ
る
。
行
平
に
よ
る
惟
憲
の
不
正
の
指
摘
も
道
長
に
よ
っ

て
も
み
消
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
村
井
氏
は
殺
害
さ
れ
た
千
兼
が
惟
憲
と
結
び
つ

い
て
い
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
動
穀
の
一
件
で
公
卿
ら
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
殺
人
事
件
の
糾
明
は
惟
憲
の
旧
悪
の

暴
露
に
繋
が
り
、
さ
ら
に
矛
先
が
そ
の
背
後
に
い
る
道
長
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
み
る
。
殺
人
事
件
を
起
こ
し
た
行
平
の
尋
問
が

必
ず
し
も
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
長
の
立
場
を
悪
く
す
る
状
況
を
避
け
る
た
め

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

　
以
上
の
村
井
氏
の
考
察
は
、
断
片
的
な
記
録
し
か
残
ら
な
い
中
で
、
事
件
の
背
景
に
潜
む
状
況
を
洞
察
し
た
も
の
で
、
極
め
て
説

得
力
を
持
つ
よ
う
に
思
え
る
。

（
　
）
３８れ
、

京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（１５）９４



　
な
お
、
浜
崎
氏
も
、
前
記
し
た
よ
う
に
行
平
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
に
分
析
を
加
え
て
い 

、
浜
崎
氏
の
考
察
で
特
に
注
目
さ

れ
る
の
が
、
因
幡
千
兼
殺
害
後
、
因
幡
氏
の
名
が
史
料
上
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
伊
福
部
氏
の
動
き
が
活
発
化
し
て

く
る
こ
と
に
着
目
し
、
千
兼
殺
害
事
件
の
背
景
に
は
、
行
平
と
伊
福
部
氏
の
提
携
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
指
摘
に
従
う
と
、
千
兼
殺
害
事
件
の
背
景
に
は
、
因
幡
国
司
の
前
任
者
で
あ
る
藤
原
惟
憲
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
因
幡

氏
、
後
任
で
あ
る
橘
行
平
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
伊
福
部
氏
の
二
重
の
対
立
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
次
に
因
幡
国
に
お
け
る
因
幡
氏
と
伊
福
部
氏
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

四
．
因
幡
氏
と
伊
福
部
氏

　
因
幡
国
に
お
け
る
両
氏
の
関
係
に
お
い
て
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
鳥
取
県
鳥
取
市
（
も
と
岩
美
郡
）
国
府
町
宮
下
で
出
土
し
、

現
在
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
骨
壺
（
重
要
文
化
財
）
の
蓋
に
記
さ
れ
た
銘 

あ
る
。
伊
福
吉
部
は

伊
福
部
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
因
幡
国
法
美
郡
の
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
臣
は
文
武
天
皇
の
御
世
で
あ
る
景
雲
四
年

（
七
〇
七
）
二
月
二
十
五
日
に
従
七
位
下
を
賜
り
仕
え
た
が
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
七
月
一
日
に
亡
く
な
っ
た
。
同
三
年
十
月
に

火
葬
し
て
殯
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
、
伊
福
部
氏
は
因
幡
国
法
美
郡
の
郡
司
で
あ
り
、
そ
の
子
女
で
あ
る
徳
足
比

売
を
采
女
と
し
て
、
文
武
天
皇
の
後
宮
に
貢
上
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
浜
崎
氏
は
こ
う
し
た
状
況
を
通
し
て
、「
伊
福
部
氏
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
因
幡
国
で
の
支
配
力
を
大
い
に
増
進
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ 

と
述
べ
て
い
る
。

（
　
）
３９る
が

（
　
）
４０文
で

（
　
）
４１る
」

（１６）９３



　
こ
れ
に
対
し
て
、
因
幡
氏
か
ら
も
采
女
が
貢
進
さ
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
二
月
九
日 

よ
る
と
、

因
幡
国
高
草
采
女
従
五
位
下
国
造
浄
成
女
等
七
人
に
姓
を
因
幡
国
造
と
賜
う
と
あ
り
、
浜
崎
氏
は
「
国
造
浄
成
女
を
采
女
と
し
て
朝

廷
へ
貢
進
し
た
高
草
郡
の
国
造
一
族
が
因
幡
氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
因
幡
氏
が
成
立
し 

と
指
摘
す
る
。『
日
本
後
紀
』

延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
月
十
五
日 

浄
成
女
の
卒
伝
に
よ
る
と
、
浄
成
女
は
正
四
位
上
ま
で
昇
進
し
て
お
り
、
桓
武
天
皇
に

寵
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
時
代
は
異
な
る
も
の
の
、
伊
福
部
氏
出
身
の
采
女
で
あ
る
徳
足
比
売
が
従
七
位
下
で
あ
り
、

後
宮
に
入
っ
て
ほ
ど
な
く
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
因
幡
氏
出
身
の
浄
成
女
は
か
な
り
の
出
世
を
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
当
然
、
因
幡
国
内
に
お
け
る
因
幡
氏
の
政
治
力
に
も
反
映
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
伊
福
部
氏
に
は
『
因
幡
国
伊
福
部
臣
古
志
』
と
い
う
伊
福
部
氏
の
歴
代
を
記
し
た
系
譜
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
延
暦
三
年
（
七

八
四
）
に
伊
福
部
臣
富
成
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
撰
述
意
図
と
し
て
、
佐
伯
有
清
氏
は
伊
福
部
氏
の
よ
う
な

地
方
の
郡
領
ク
ラ
ス
の
氏
族
に
と
っ
て
、
宝
亀
か
ら
延
暦
に
か
け
て
郡
内
に
お
け
る
新
興
の
土
豪
層
の
進
出
が
顕
著
と
な
り
、
安
閑

と
し
て
い
ら
れ
な
い
事
態
が
生
起
し
た
状
況
を
あ
げ
て
い 

こ
れ
に
対
し
て
、
浜
崎
氏
は
「
伊
福
部
氏
に
と
っ
て
最
も
脅
威
で
あ
っ

た
の
は
、
宝
亀
・
延
暦
年
間
を
中
心
に
、
采
女
浄
成
女
の
権
威
を
背
景
に
し
て
著
し
く
因
幡
国
全
体
に
勢
威
を
拡
張
し
は
じ
め
た
高

草
郡
の
国
造
氏
→
因
幡
氏
で
あ
っ 

と
し
て
い
る
。

　
先
に
も
引
用
し
た
が
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
九
月
二
日
に
作
成
さ
れ
た
「
東
大
寺
因
幡
国
高
庭
庄
坪
付
」
は
奈
良
時
代
に
東
大

寺
領
墾
田
と
し
て
因
幡
国
高
草
郡
に
設
定
さ
れ
た
高
庭
庄
の
田
八
町
一
反
三
百
三
歩
に
つ
い
て
検
田
し
た
結
果
を
東
大
寺
に
報
告
し

た
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
列
記
さ
れ
た
連
署
の
中
に
、「
郡
老
伊
福
部
豊
純
（
張
）」「
擬
大
領
伊
福
部
正
覚
」「
擬
大
領
因
幡
」

の
名
が
確
認
で
き 

「
郡
老
」
に
つ
い
て
、
浜
崎
氏
は
「
郡
司
の
長
老
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ 

と
し
て
い
る
が
、「
擬
大
領
」
は

郡
司
の
長
官
（
大
領
）
に
準
ず
る
擬
任
郡
司
と
呼
ば
れ
る
役
職
で
あ
る
。
高
草
郡
は
因
幡
氏
が
勢
力
基
盤
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら

（
　
）
４２条
に

（
　
）
４３た
」

（
　
）
４４条
の

（
　
）
４５る
。

（
　
）
４６た
」

（
　
）
４７る
。

（
　
）
４８う
」
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れ
る
が
、
郡
司
の
役
職
に
お
い
て
は
伊
福
部
氏
の
方
が
優
勢
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
、
留
意
さ
れ 

　
浜
崎
氏
に
よ
る
と
、「
在
地
支
配
者
層
は
、
そ
の
氏
神
を
ま
つ
る
神
社
に
神
階
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
、
神
社
が
国

家
的
権
威
づ
け
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
支
配
の
た
め
の
権
威
を
獲
得
し
た
」
と
い 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の

が
、
伊
福
部
氏
と
関
連
す
る
宇
倍
神
が
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
七
月
二
十
七
日
に
無
位
か
ら
従
五
位
下
を
授 

れ
て
以
降
、
進
階

を
重
ね
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
十
一
月
十
三
日
に
は
正
三
位
が
授 

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
因
幡
氏
と
関
連

す
る
天
穂
日
命
神
は
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
五
月
二
十
一
日
に
は
す
で
に
正
三
位
で
官
社
に
列
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ 

こ
の
時

点
で
、
宇
倍
神
の
神
階
は
従
四
位
下
で
あ
っ
た
の
で
、
伊
福
部
氏
が
因
幡
氏
の
天
穂
日
命
神
に
対
し
て
急
速
な
巻
き
返
し
を
図
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
以
上
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
伊
福
部
氏
と
因
幡
氏
が
因
幡
国
の
在
地
勢
力
と
し

て
拮
抗
し
て
い
た
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
在
地
勢
力
に
お
け
る
拮
抗
関
係
が
、
着
任
し
た
国
司
と

の
間
で
、
様
々
な
利
害
関
係
を
生
ん
で
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
．
因
幡
堂
像
の
造
像
背
景
を
め
ぐ
っ
て

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
因
幡
堂
像
の
造
像
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
諸
説
に
つ
い
て
整
理
し
て
お

き
た
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
問
題
に
触
れ
た
研
究
は
少
な
く
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
発
表
年
順
に
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）　
宮
地
崇
邦
氏
「
因
幡
堂
縁
起
の
成 

（
　
）
４９る
。

（
　
）
５０う
。

（
　
）
５１与
さ

（
　
）
５２与
さ

（
　
）
５３る
。

（
　
）
５４立
」

（１８）９１



②
　
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）　
浜
崎
洋
三
氏
「
律
令
体
制
の
崩 

③
　
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）　
上
田
設
夫
氏
「
観
智
院
本
『
因
幡
堂
縁
起
』
の
由 

④
　
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）　
中
野
玄
三
氏
「
因
幡
堂
縁
起
と
因
幡
薬 

⑤
　
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）　
　
村
井
康
彦
氏
「
因
幡
殺
人
事
件
─
─
橘
行
平
は
な
に
を
し
た
の 

　
各
諸
説
の
概
要
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
①
宮
地
氏
は
、
因
幡
堂
が
何
度
火
災
に
あ
っ
て
も
再
建
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
背
後
に
は
有

力
な
信
者
、
ま
た
は
相
当
多
く
の
帰
依
者
を
も
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
橘
氏
一
門
お
よ
び
多
く
の
帰
依
者
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
再
建

で
き
た
と
想
定
し
た
場
合
、
縁
起
が
示
す
よ
う
に
行
平
邸
の
寺
院
化
（
因
幡
堂
が
一
種
の
持
仏
堂
で
そ
の
寺
院
化
）
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
な
ぜ
「
因
幡
」
と
い
う
国
名
が
冠
せ
ら
れ
た
の
か
疑
問
が
起
き
る
と
す
る
。
国
名
の
つ
く
持
仏
堂
の
存
在

が
他
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
因
幡
堂
建
立
の
背
景
に
は
縁
起
と
は
別
な
理
由
が
想
定
さ
れ
る
と
し
、『
中
右
記
』
天
永
三
年
（
一

一
一
二
）
七
月
四
日 

着
目
す
る
。
そ
こ
に
は
、
藤
原
顕
輔
の
言
と
し
て
、
因
幡
国
よ
り
伏
苓
と
い
う
薬
が
出
来
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
因
幡
国
が
薬
の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
生
産
者
が
薬
師
仏
を
信
仰
し
、
薬
の

す
ぐ
れ
た
効
能
が
薬
師
仏
の
霊
力
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
形
に
変
り
、
や
が
て
そ
の
信
仰
が
な
ん
ら
か
の
事
情
で
京
都
に
移
り
、
そ

こ
に
薬
師
仏
を
本
尊
と
す
る
因
幡
堂
へ
の
信
仰
が
起
こ
っ
た
と
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
、
薬
で
直
接
病
気
を
治
療
し
て
い

た
因
幡
を
背
景
と
す
る
一
団
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
上
代
か
ら
お
か
れ
て
い
た
因
幡
の
医
師
の
よ
う
な
団
体

が
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
地
の
堂
に
「
因
幡
」
と
い
う
国
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
っ
て
間
違
い
な
か
ろ
う
と
す
る
。

　
②
浜
崎
氏
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
因
幡
氏
滅
亡
後
、
伊
福
部
氏
が
因
幡
国
衙
に
お
け
る
在
庁
官
人
の
第
一
の
地
位
に
つ
い
た
こ

と
に
着
目
し
、
千
兼
殺
害
事
件
の
背
景
に
、
行
平
と
伊
福
部
氏
の
連
携
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
。
さ
ら

に
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
「
東
大
寺
因
幡
国
高
庭
庄
券
」
に
薬
師
寺
の
田
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お 

こ
の
薬
師
寺

（
　
）
５５壊
」

（
　
）
５６来
」

（
　
）
５７師
」

（
　
）
５８か
」

（
　
）
５９条
に

（
　
）
６０り
、
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が
高
草
郡
衙
所
在
地
と
推
定
さ
れ
る
地
域
の
近
く
に
あ
り
、
同
郡
の
郡
司
層
豪
族
で
あ
る
因
幡
氏
と
関
係
の
あ
っ
た
寺
院
と
推
定
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
薬
師
寺
の
本
尊
が
因
幡
堂
像
で
あ
り
、
因
幡
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
京
都
に
持
ち
去
ら
れ
た
と
す
る
。

　
③
上
田
氏
は
、『
吉
岡
温
泉
由
来 

や
『
座
光
寺
縁 

な
ど
に
語
ら
れ
て
い
る
当
地
の
伝
説
を
重
視
し
、
因
幡
堂
像
は
本
来

高
草
郡
菖
蒲
村
に
あ
り
、
同
郡
の
氏
族
が
信
奉
し
て
い
た
仏
像
で
、
こ
れ
を
行
平
が
因
幡
守
を
離
任
す
る
時
、
郷
民
の
意
思
を
無
視

し
て
京
へ
携
行
し
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
と
す
る
。

　
④
中
野
氏
は
因
幡
堂
像
と
類
似
す
る
作
風
を
も
つ
京
都
・
真
如
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
の
比
較
検
討
か
ら
、
因
幡
堂
像
は
縁
起
に

語
ら
れ
る
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
の
制
作
で
、
当
時
の
中
央
作
そ
の
も
の
の
作
風
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
因
幡
堂
像
の
背
面
に
は

大
き
な
節
が
三
つ
も
あ
り
、
彫
刻
に
不
適
当
な
材
を
使
用
し
て
お
り
、
因
幡
堂
縁
起
に
語
ら
れ
る
賀
留
津
に
漂
着
し
た
の
は
霊
木
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
行
平
が
因
幡
国
の
豪
族
で
あ
る
因
幡
千
兼
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
勝
利
の
証
と
し
て
行

平
が
祀
っ
て
い
た
同
像
を
京
に
持
ち
帰
っ
た
と
す
る
②
浜
崎
氏
の
説
は
本
像
が
中
央
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
成
立
し
が
た
い
と
し
、
①

宮
地
氏
の
説
に
つ
い
て
も
一
抹
の
疑
問
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
の
奝
然
に
よ
る
栴
檀
釈
迦
如
来
の
請

来
を
重
視
し
、
縁
起
偽
作
の
風
潮
が
広
が
る
中
で
、
受
領
階
級
に
属
す
る
橘
行
平
が
、
三
国
伝
来
栴
檀
釈
迦
瑞
像
の
例
に
な
ら
い
、

賀
留
津
で
霊
験
を
あ
ら
わ
し
た
霊
木
を
京
に
持
ち
帰
っ
て
、
都
の
名
だ
た
る
仏
師
康
尚
一
門
の
誰
か
に
ひ
そ
か
に
制
作
さ
せ
た
の
が

因
幡
堂
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
行
平
は
か
つ
て
蒙
っ
た
霊
験
に
報
謝
す
る
と
と
も
に
、
将
来
因
幡
守
の
地
位
を
獲
得
す

る
布
石
と
し
、
か
つ
、
国
司
就
任
後
の
因
幡
国
の
支
配
を
も
容
易
に
し
よ
う
と
し
て
因
幡
堂
像
の
造
立
を
企
図
し
た
と
す
る
。

　
⑤
村
井
氏
は
④
中
野
氏
の
説
を
重
視
し
つ
つ
も
、
因
幡
千
兼
殺
害
の
経
緯
を
め
ぐ
る
詳
細
な
分
析
を
通
し
て
行
平
が
こ
の
事
件
を

引
き
起
こ
し
た
段
階
で
、
薬
師
仏
の
霊
験
譚
が
成
立
す
る
条
件
は
全
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
因
幡
堂

像
は
「
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
二
月
、
法
家
勘
文
に
基
づ
く
勅
裁
に
よ
っ
て
処
断
（
罷
免
）
さ
れ
た
行
平
が
、
理
由
は
な
ん
で

（
　
）
６１記
』

（
　
）
６２起
』
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あ
れ
、
み
ず
か
ら
が
関
わ
っ
て
死
に
至
ら
し
め
た
介
因
幡
千
兼
の
霊
を
慰
撫
す
る
た
め
、
す
べ
て
が
終
っ
た
あ
と
、
鎮
魂
供
養
の
た

め
に
造
像
し
、
自
邸
に
安
置
し
た
薬
師
仏
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
因
幡
堂
の
「
因
幡
」
は
、
本
来
は
殺
さ
れ

た
因
幡
介
因
幡
千
兼
の
名
で
あ
っ
た
と
み
る
。
子
孫
と
し
て
は
殺
害
し
た
千
兼
鎮
魂
の
仏
た
る
こ
と
を
標
榜
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
、
そ
こ
か
ら
薬
師
仏
の
奇
瑞
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
行
平
説
話
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。

　
以
上
の
諸
説
と
歴
史
的
な
事
実
と
を
踏
ま
え
、
因
幡
堂
像
の
造
像
背
景
に
つ
い
て
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
因

幡
堂
縁
起
と
歴
史
的
な
事
実
と
を
勘
案
し
て
最
も
疑
問
を
感
じ
る
の
は
、
行
平
が
殺
人
事
件
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
人
物
が
関
係
し
た
仏
像
が
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
二

十
一
日 

よ
る
と
、
因
幡
堂
が
火
災
に
遭
っ
て
堂
は
焼
失
す
る
が
、
仏
像
は
取
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
記
事
で
、
同

堂
は
「
小
霊
験
所
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
行
平
が
千
兼
を
殺
害
し
た
寛
弘
四
年

（
一
〇
〇
七
）
か
ら
九
十
年
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
事
件
の
記
憶
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
承
徳
元
年
に
は
す
で
に
小
霊
験
所
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
霊
験
所
と
し
て
の
成
立
は

さ
ら
に
遡
る
こ
と
を
踏
え
る
と
そ
の
感
を
深
く
す
る
。

　
そ
う
し
た
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
当
時
の
人
々
が
行
平
に
対
し
て
必
ず
し
も
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
件
に
対
す
る
諸
卿
の
対
応
が
緩
慢
で
、
行
平
は
因
幡
国
司
を
退
任
さ
せ
ら
れ
た
以
外
に
厳
し
い
処
罰
を

受
け
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
関
し
て
は
、
⑤
村
井
氏
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
通
り
、
不
正
を
行
っ

て
い
た
前
任
国
司
で
あ
る
藤
原
惟
憲
と
結
託
し
た
千
兼
に
対
し
て
、
行
平
が
あ
る
制
裁
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
真
相
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
惟
憲
が
藤
原
道
長
の
家
司
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
不
正
に
対
し
て
正
当
な
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

（
　
）
６３条
に
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う
状
況
も
多
く
の
人
々
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
千
兼
殺
害
事
件
を
通
し
て
、
結
果
的
に
最
も
利
益
を
得
た
の
は
、
そ
の
後
の
因
幡
国
の
在
庁
官
人
の
中
心
と
な
り
、
そ
の
氏
神
が

同
国
の
一
宮
と
な
っ
た
伊
福
部
氏
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
②
浜
崎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
件
に
関
し
て
、
行
平
と

伊
福
部
氏
が
連
携
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
と
、
因
幡
堂
像
と
延
算
寺
像
と
の
作
風
や

造
法
の
共
通
性
か
ら
、
因
幡
堂
像
の
造
立
に
も
延
算
寺
像
と
同
様
に
伊
福
部
氏
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
場
合
、
重
要
な
論
点
と
な
る
の
が
、
因
幡
堂
像
の
造
立
が
行
平
の
因
幡
国
司
赴
任
以
前
か
以
後
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因

幡
堂
縁
起
に
よ
る
と
国
司
赴
任
以
前
の
こ
と
と
な
り
、
④
中
野
氏
は
同
縁
起
に
従
っ
て
立
論
し
、
因
幡
堂
像
の
造
立
後
、
そ
の
霊
験

に
よ
り
因
幡
国
に
国
司
と
し
て
着
任
し
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
⑤
村
井
氏
は
、
行
平
が
千
兼
殺
害
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
時
点

で
、
因
幡
堂
の
霊
験
譚
が
成
立
す
る
条
件
は
全
く
な
か
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
、
同
像
の
霊
験
に
よ
り
国
司
に
な
り
得
て
も
、
在
任

中
に
理
由
は
ど
う
あ
れ
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
行
平
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
で
災
難
を
被
っ
た

こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
結
果
的
に
災
厄
を
引
き
起
こ
し
た
仏
像
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
仏
像
の
霊
験
性
は

造
立
後
に
付
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
、
造
像
と
霊
験
性
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
、
現
状
で
は
判
断

が
難
し
い
と
い
え
る
。

　
も
う
一
つ
の
論
点
と
し
て
、
因
幡
堂
建
立
の
主
体
が
行
平
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
④
中
野
氏
と

⑤
村
井
氏
は
因
幡
堂
像
を
造
立
し
た
の
も
同
堂
を
建
立
し
た
の
も
行
平
と
し
、
②
浜
崎
氏
と
③
上
田
氏
は
同
像
を
造
立
し
た
の
は
因

幡
氏
な
い
し
現
地
の
豪
族
と
す
る
が
、
そ
れ
を
京
都
ま
で
持
ち
帰
っ
て
、
因
幡
堂
を
建
立
し
た
の
は
行
平
と
す
る
。
い
ず
れ
も
、
因

幡
堂
の
建
立
は
行
平
が
主
体
的
に
行
っ
た
と
み
る
。
し
か
し
、
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
国
司
を
解
任
さ
れ
た
者
の
建
立
し
た
堂

が
そ
の
後
霊
験
所
と
し
て
発
展
し
て
い
く
も
の
か
疑
問
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
①
宮
地
氏
の
み
は
、
造
像
と
建
立

（２２）８７



の
主
体
を
因
幡
国
の
医
師
集
団
と
想
定
し
て
い
る
が
、
行
平
が
因
幡
国
で
病
気
に
な
っ
た
際
に
、
観
智
院
本
で
は
、「
医
師
ヲ
尋
ラ

ル
ゝ
ニ
不
叶
」
と
あ
り
、
東
博
本
で
も
損
傷
の
た
め
内
容
の
把
握
は
難
し
い
が
、「
田
舎
の
な
ら
ひ
」「
心
ぼ
そ
く
な
り
て
」
と
い
う

文
言
が
散
見
さ
れ
、
行
平
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
現
地
の
医
師
が
活
躍
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
疑
問
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
や
や
曖
昧
に
把
握
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
、
建
立
の
主
体
が
行

平
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
殺
人
者
の
建
立
し
た
堂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
霊
験
所
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
難

し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
む
し
ろ
第
三
者
に
よ
る
関
与
が
想
定
さ
れ
て
く
る
が
、
伊
福
部
氏
こ
そ
が
そ
の
推
進
者
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
千
兼
殺
害
後
、
行
平
は
国
司
を
解
任
さ
れ
、
そ
の
後
の
動
向
は
不
明
と
な
る
。『
尊
卑
文 

に

よ
る
と
、
行
平
の
兄
弟
で
あ
る
則
光
と
則
隆
の
家
系
は
そ
の
子
供
以
降
も
続
い
て
い
く
の
に
対
し
、
行
平
の
家
系
は
そ
の
子
供
以
降

記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
す
る
と
、
没
落
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ 

そ
れ
に
対
し
て
、
伊
福
部
氏
は
発
展
し
て
い
っ

た
と
い
え
、
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
に
因
幡
国
司
と
し
て
下
向
し
た
平
時
範
の
日
記
『
時
範
記
』
に
よ
る
と
、
宇
倍
宮
で
の
神
事

や
仏
事
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
同
社
司
の
久
経
は
伊
福
部
氏
と
考
え
ら
れ
る
が
、
介
と
し
て
重
要
な
役
職
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ 

伊
福
部
氏
か
ら
す
れ
ば
そ
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
行
平
は
顕
彰
に
値
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

因
幡
堂
像
の
造
立
と
同
堂
の
建
立
が
行
平
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
霊
験
所
と
し
て
発
展
し
て
い
く
要
因
に
は
伊
福

部
氏
の
関
与
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
幡
堂
縁
起
で
は
行
平
が
最
初
に
因
幡
国
に
下
向
し
た
の
は
同
国
一
宮
（
宇
倍
神
社
）

に
参
拝
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
後
の
霊
験
も
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
伊
福
部
氏

の
関
与
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ 

一
方
、
行
平
の
残
さ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
、
行
平
の
殺
人
事
件
は
深
刻
な
状
況
を
も
た
ら
し
た

こ
と
は
十
分
に
推
定
で
き
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
行
平
の
殺
人
行
為
が
あ
る
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
に
し
て
も
、

家
族
に
と
っ
て
は
殺
人
者
の
汚
名
は
残
る
と
い
え
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
晴
ら
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
　
）
６４脈
』

（
　
）
６５る
。

（
　
）
６６る
。

（
　
）
６７る
。
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観
智
院
本
に
よ
る
と
、
行
平
は
賀
留
津
で
引
上
げ
た
仏
像
を
そ
の
近
辺
に
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
。
こ
の
堂
を
現
地
の
者
は
「
大

豆
桑
寺
」
と
呼
ん
だ
が
、
行
平
は
「
薬
師
寺
」
と
号
し
、
末
子
を
一
人
現
地
に
留
め
て
開
発
領
主
と
し
た
と
い
う
。『
尊
卑
文
脈
』

に
よ
る
と
、
行
平
の
子
供
で
あ
る
行
頼
の
注
記
に
「
有
子
孫
薬
師 

と
あ
り
、
そ
の
子
孫
は
薬
師
寺
を
氏
族
名
と
し
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
観
智
院
本
に
は
、
行
平
が
薬
師
如
来
像
を
安
置
す
る
た
め
に
宿
所
を
寺
院
と
し
て
、
子
息
の
一
人
を
法
師
と
し
た
が
、

こ
れ
を
光
朝
禅
師
と
い
い
、
然
る
べ
き
家
々
の
子
孫
た
ち
十
二
人
を
法
師
に
し
た
と
い
う
。『
尊
卑
文
脈
』
に
よ
る
と
、
行
平
の
娘

の
注
記
に
「
光
朝
法
師
母
」
と
あ
る
。
ま
た
行
平
の
兄
の
則
光
の
息
子
に
光
朝
と
い
う
人
物
が
お
り
、「
母
行
平
女
」
と
も
「
行
平

子
云
〃
」
と
あ
り
、
光
朝
は
行
平
の
娘
と
行
平
の
兄
則
光
と
の
間
に
で
き
た
子
で
法
師
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
説
に
は
行
平
の
子
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら 

観
智
院
本
の
行
平
の
子
供
に
関
す
る
記
載
は
あ
る
史
実
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
行
平

の
家
族
が
因
幡
堂
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
が
、
観
智
院
本
の
上
巻
冒
頭
部
分
の
行
平
が
因
幡
国
に
下
向
す
る
際
の
山
陰
道
道
行
の
自
然
描
写
な
ど
に
他

の
寺
社
縁
起
に
は
見
ら
れ
な
い
文
学
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ 

こ
の
点
は
、
東
博
本
も
同
様
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

断
片
的
な
が
ら
「
こ
と
に
面
白
梢
垣
に
は
な
さ
き
」「
川
の
花
の
う
き
は
し
」「
行
も
山
遠
し
て
雲
行
」
な
ど
類
似
す
る
表
現
は
拾
え

る
。
因
幡
堂
縁
起
は
、
初
め
か
ら
縁
起
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
口
承
に
よ
り
、
や
が
て
縁
起
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
東
博
本
が
書

か
れ
た
鎌
倉
時
代
に
は
成
立
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
発
展
し
、
観
智
院
本
の
よ
う
な
形
態
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
平

の
子
供
が
い
ず
れ
も
歌
人
で
あ
っ
た
こ 

考
慮
す
る
と
、
縁
起
が
成
立
す
る
過
程
で
行
平
の
家
族
が
関
与
し
た
可
能
性
も
考
慮
さ

れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
因
幡
堂
の
霊
験
所
と
し
て
の
発
展
に
は
、
伊
福
部
氏
に
お
い
て
は
行
平
の
顕
彰
と
と
も
に
宇
倍
神
社
の
存
在
の
強
調
、

行
平
の
一
族
に
と
っ
て
は
行
平
の
汚
名
返
上
に
対
す
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
因
幡
堂
像
の
造
立
、

（
　
）
６８寺
」

（
　
）
６９れ
、

（
　
）
７０る
。

（
　
）
７１と
を

（２４）８５



因
幡
堂
の
建
立
に
つ
い
て
は
行
平
自
体
が
行
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
も
伊
福
部
氏
や
行
平
一
族
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
と
み
る
方
が
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
因
幡
堂
像
の
造
立
時
期
、
因
幡
堂
の
建
立
は
、
行
平
が

因
幡
国
司
を
解
任
さ
れ
た
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
以
降
、
そ
う
間
を
お
か
な
い
時
期
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
、
因
幡
堂
の
創
建
や
因
幡
堂
像
の
造
立
に
関
し
て
、
因
幡
国
の
豪
族
で
あ
る
伊
福
部
氏
と
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
本
稿
は
、
因
幡
堂
像
と
延
算
寺
像
と
の
伝
承
や
造
形
の
類
似
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
伊
福
部
氏
の
関
与
の

可
能
性
を
想
定
し
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
か
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
説
を
必
ず
し
も
否
定
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
一
説
を
追
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

　
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
推
定
を
重
ね
て
い
く
と
、
因
幡
堂
縁
起
そ
の
も
の
が
伊
福
部
氏
と
の
関
り
の
中
で
成
立
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
縁
起
の
中
で
、
宇
倍
神
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず

あ
げ
ら
れ
る
が
、
延
算
寺
像
が
イ
ン
ド
風
の
像
容
を
示
し
、
カ
ヤ
に
よ
る
素
木
像
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
点
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ

れ
る
。
縁
起
で
は
賀
留
津
で
海
中
か
ら
引
上
げ
ら
れ
た
像
は
天
竺
の
祇
園
精
舎
で
釈
迦
御
自
作
の
栴
檀
像
と
さ
れ
る
が
、
延
算
寺
像

は
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
代
用
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
カ
ヤ
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
算
寺
像
は
縁
起
に
語
ら
れ
て

い
る
像
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。『
国
華
』
の
拙
稿
で
は
、
因
幡
堂
像
と
延
算
寺
像
に
は
共
通
す
る
根
本
像
が
存
在
し
て
い
た

可
能
性
を
推
定
し
た
が
、
こ
の
根
本
像
に
関
連
す
る
伝
承
が
因
幡
堂
縁
起
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
根
本
像
は
伊
福
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部
氏
と
関
連
す
る
像
と
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
あ
ら
た
め
て
着
目
さ
れ
て
く
る
の
が
、
延
喜
五
年
の
「
東
大

寺
因
幡
国
高
庭
庄
券
」
か
ら
う
か
が
え
る
薬
師
寺
と
い
う
寺
院
の
存
在
で
あ 

浜
崎
氏
は
、
因
幡
氏
と
関
係
の
あ
っ
た
寺
院
と
推

定
す
る 

む
し
ろ
伊
福
部
氏
と
関
連
す
る
寺
院
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
寺
院
は
宝
亀
四
年

（
七
七
三
）
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
が
、
根
本
像
を
祀
る
寺
院
と
し
て
、
伊
福
部
氏
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
高
草
郡
は
浜
崎
氏
に
よ
る
と
因
幡
氏
の
勢
力
圏
と
い
う
こ
と
に
な 

、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
の
「
東
大
寺
領
因
幡

国
高
草
郡
高
庭
庄
坪
付 

に
よ
る
と
、
郡
老
と
し
て
伊
福
部
豊
純
（
張
）、
擬
大
領
と
し
て
伊
福
部
正
覚
、
因
幡
氏
が
記
さ
れ
て

お
り
、
む
し
ろ
同
郡
に
お
い
て
伊
福
部
氏
の
方
が
因
幡
氏
よ
り
も
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
観
智
院
本
で
は

行
平
は
賀
露
津
で
引
き
揚
げ
た
像
を
安
置
し
た
仮
堂
を
薬
師
寺
と
号
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
奈
良
時
代
以
来
の
薬
師
寺
の
存
在
を

踏
ま
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
賀
露
湊
（
賀
留
津
）
に
流
れ
込
む
千
代
川
下
流
域
の
左
岸
の
沖
積
平
野
に
所
在
す
る
菖
蒲
廃

寺
は
塔
跡
を
残
す
の
み
で
白
鳳
寺
院
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
因
幡
堂
縁
起
に
語
ら
れ
る
行
平
建
立
の
薬
師
寺
と
関
連
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い 

さ
ら
に
、
観
智
院
本
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
近
く
に
は
座
光
寺
が
所
在
し
、
そ
の
由
緒
を
伝
え
る
台
座
が
伝
え

ら
れ
て
い 

こ
れ
ら
は
、
先
に
推
定
し
た
伊
福
部
氏
の
根
本
像
と
関
わ
る
遺
構
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
今
後

も
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

　
ま
た
、
延
算
寺
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
岩
美
郡
岩
見
町
の
岩
井
廃
寺
と
伊
福
部
氏
と
の
関
係
は
現
状
不
明
で
あ
る

が
、
延
算
寺
像
は
根
本
像
の
基
本
的
な
要
素
を
直
接
的
に
継
承
し
て
造
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
因
幡
堂
像
は
根
本

像
の
由
緒
は
継
承
し
つ
つ
も
、
京
都
の
仏
師
に
よ
っ
て
造
立
当
時
に
流
行
し
て
い
た
様
式
を
踏
ま
え
て
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
因
幡
堂
像
に
は
背
中
に
大
き
な
節
が
あ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ 

、
こ
れ
は
霊
木
や
何
ら
か
の
由
緒
の
あ
る
木

を
用
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
本
像
に
は
造
像
時
よ
り
あ
る
霊
験
性
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ

（
　
）
７２る
。

（
　
）
７３が
、

（
　
）
７４る
が

（
　
）
７５帳
」

（
　
）
７６る
。

（
　
）
７７る
。

（
　
）
７８る
が

（２６）８３



う
し
た
点
も
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〔
註
〕

（
１
）　
中
野
玄
三
「
因
幡
堂
縁
起
と
因
幡
薬
師
」（『
学
叢
』
第
五
号
　
昭
和
五
十
八
年
〈
一
九
八
三
〉
三
月
）
そ
の
後
、『
日

本
仏
教
美
術
史
研
究
』（
思
文
閣
出
版
　
昭
和
五
十
九
年
〈
一
九
八
四
〉
年
十
月
）
に
再
録
。

　
な
お
、
因
幡
堂
は
平
等
寺
と
表
記
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
当
初
は
因
幡
堂
と
呼
ば
れ
、
後
に
平
等
寺
と
い
う
寺

号
を
も
っ
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
、
縁
起
名
に
は
通
常
因
幡
堂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
稿
で
は
因
幡
堂
と

表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）　
因
幡
堂
縁
起
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
詳
し
く
述
べ
る
。

（
３
）　
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）

（
４
）　
例
え
ば
、『
日
本
美
術
全
集
第
６
巻
　
平
等
院
と
定
朝
　
平
安
の
建
築
・
彫
刻
Ⅱ
』（
講
談
社
　
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
〉

二
月
）
で
は
、
同
像
の
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
、
制
作
時
期
を
「
一
〇
〇
三
年
頃
」
と
し
て
い
る
。

（
５
）　
拙
稿
「
延
算
寺
蔵
　
木
造
薬
師
如
来
立
像
」（『
国
華
』
第
一
四
三
八
号
　
平
成
二
十
七
年
〈
二
〇
一
五
〉
八
月
）

（
６
）　『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
二
十
一
日 
条
（
史
料
大
成
）

　（
前
略
）
戌
時
許
蓬
屋
之
北
隣
一
許
町
小
屋
等
焼
亡
、
火
相
分
東
西
、
従
三
方
逼
来
、（
中
略
）
烏
丸
東
有
小
霊
験
所
、

世
云
因
幡
堂
、
已
焼
了
、
仏
像
雖
奉
取
出
、
堂
令
已
煨
燼
、
哀
哉
、

　
＊
史
料
の
引
用
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
（
以
下
同
様
）。
な
お
、
以
下
の
史
料
の
引
用
に
あ

る
（
　
）
や
〔
　
〕
に
よ
る
表
記
は
、
引
用
文
献
の
校
訂
に
よ
る
補
足
や
注
記
を
示
す
。

（
７
）　『
阿
娑
縛
抄
諸
寺
略
記
』（『
公
刊
美
術
史
料
　
寺
院
篇
』
上
巻
）

　
因
幡
堂

　
無
縁
起
、
相
伝
云
、
昔
好
古
大
納
言
孫
因
幡
守
行
平
、
為
神
拝
下
向
出
途
中
受
病
、
夢
想
云
、
東
海
浮
木
可
立
、
頭
辺
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見
海
上
有
浮
物
、
即
是
薬
師
如
来
等
身
之
像
也
、
立
頭
辺
病
即
平
癒
了
、
以
件
像
因
幡
守
家
成
、〔
マ
マ
〕
角
屋
為
仏
堂
安
之
、

参
詣
人
多
果
所
願
、
霊
験
普
天
下
、
今
因
幡
堂
是
也
、

（
８
）　
東
博
本
と
観
智
院
本
に
つ
い
て
は
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
両
本
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
同

論
文
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
た
。

　
な
お
、
観
智
院
本
の
紹
介
と
公
刊
は
中
野
氏
に
先
ん
じ
て
上
田
設
夫
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
上
田
設
夫
「
観
智
院
本
『
因
幡
堂
縁
起
』
の
由
来
」（『
鳥
取
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
一
四
号
　
昭
和
五
十
五
年
〈
一
九

八
〇
〉
九
月
）

（
９
）　
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）

（
　
）　
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）

１０
（
　
）　
以
下
の
記
述
は
前
掲
拙
稿
（
註
５
）
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
論
の
展
開
上
必
要
な
こ
と
も
あ
り
、
再
説
す
る
。

１１
（
　
）　
鳥
取
県
立
博
物
館
編
『
企
画
展
　
は
じ
ま
り
の
物
語
─
─
縁
起
絵
巻
に
描
か
れ
た
古
の
と
っ
と
り
─
─
』（
展
覧
会
カ

１２
タ
ロ
グ
　
平
成
二
十
年
〈
二
〇
〇
八
〉
十
月
）
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。

（
　
）　『
鳥
取
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
二
巻
　
平
凡
社
　
平
成
四
年
〈
一
九
九
二
〉
十
月
）。
な
お
、
岩
井
廃
寺

１３
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
（
註
５
）
で
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
　
）　
金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
能
城
修
一
・
藤
井
智
之
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像
の
樹
種
と
用
材
観
─
─
七
・
八
世
紀

１４
を
中
心
に
─
─
」（『M

U
SE
U
M

 
 
  
 
 

』
第
五
五
五
号
　
平
成
十
年
〈
一
九
九
八
〉
八
月
）

（
　
）　
橘
行
平
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
あ
ら
た
め
て
詳
述
す
る
が
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

１５
①
浜
崎
洋
三
「
律
令
体
制
の
崩
壊
」（『
鳥
取
県
史
　
第
一
巻
　
原
始
古
代
』
古
代
第
二
章
　
鳥
取
県
　
昭
和
四
十
七
年
〈
一

九
七
二
〉
三
月
）

②
村
井
康
彦
『
王
朝
風
土
記
』
第
三
章
「
因
幡
殺
人
事
件
─
─
橘
行
平
は
な
に
を
し
た
の
か
」（
角
川
選
書
　
　
角
川
書

３１４

店
　
平
成
十
二
年
〈
二
〇
〇
〇
〉
四
月
）

③
森
公
章
『
平
安
時
代
の
国
司
の
赴
任
　『
時
範
記
』
を
よ
む
』（
日
記
で
読
む
日
本
史
　
　
臨
川
書
店
　
平
成
二
十
八
年

１１

（２８）８１



〈
二
〇
一
六
〉
四
月
）

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）。
な
お
、
因
幡
千
兼
の
「
千
兼
」
は
「
千
里
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ

１６

１５

い
て
は
第
三
章
で
詳
述
す
る
。

（
　
）　
佐
伯
有
清
『
古
代
氏
族
の
系
図
』（
学
生
社
　
昭
和
五
十
年
〈
一
九
七
五
〉
五
月
）

１７
（
　
）　
井
上
光
貞
・
佐
伯
有
清
「
大
化
前
代
の
濃
飛
地
方
」（『
岐
阜
県
史
　
通
史
編
　
古
代
』
第
一
章
　
岐
阜
県
　
昭
和
四
十

１８
六
年
〈
一
九
七
一
〉
三
月
）。
な
お
、
同
書
で
は
山
県
市
高
富
を
当
時
の
行
政
区
分
に
よ
っ
て
「
山
県
郡
高
富
町
」
と
表

記
し
て
い
る
。

（
　
）　
中
井
真
孝
「
定
額
寺
」（『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
解
説
　
吉
川
弘
文
館
　
平
成
十
一
年
〈
一
九
九
九
〉
十
一
月
）

１９
（
　
）　
佐
久
間
竜
氏
は
氏
族
名
は
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
延
算
寺
は
「
山
県
郡
の
地
方
土
豪
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
に
違
い

２０
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
佐
久
間
竜
「
平
安
仏
教
の
展
開
・
神
社
」（『
岐
阜
県
史
　
通
史
編
　
古
代
』
第
一
六
章
　
岐
阜
県
　
昭
和
四
十
六
年
〈
一

九
七
一
〉
三
月
）

（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』（
国
史
大
系
）

２１
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　則
長
　
　（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　則
光
　
　
季
道
　
　（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　光
朝

（
前
略
）　
　
好
古
　
　
敏
政
　
　
則
隆
　
　（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　行
平
　
　
行
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　女
子
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各
人
物
に
記
さ
れ
た
注
記
は
以
下
の
通
り
。
＊
／
は
改
行
を
示
す
。

　〔
好
古
〕

　
長
者
／
参
木
左
大
弁
右
門
権
佐
大
蔵
大
甫
備
前
守
／
民
部
卿
弾
正
大
弼
宮
内
少
甫
美
作
守
／
大
宰
権
帥
大
学
頭
民
部
大

甫
美
乃
様
／
大
納
言
正
三
位
少
内
記
文
章
生

　
母
橘
貞
樹
女
、
天
禄
三
正
十
三
於
大
宰
府
薨
八
十
才

　〔
敏
政
〕

　
長
者
／
駿
河
守
／
正
五
下
／
中
宮
亮

　〔
則
光
〕

　
陸
奥
守
従
四
上

　
歌
人
金
以
下
作
者

　〔
則
隆
〕

　
長
者
／
陸
奥
守
／
刑
部
大
甫
／
中
宮
亮
正
四
下

　〔
行
平
〕

　
従
四
上
／
因
幡
守

　
因
幡
堂
本
願

　〔
則
長
〕

　
歌
人
後
拾
已
下
作
者
／
越
中
守
正
五
下

　〔
季
道
〕

　
歌
人
後
拾
已
下
作
者
／
駿
河
守
従
五
上

　〔
光
朝
〕

　
行
平
子
云
々
〔
法
師
〕

　
母
〔
橘
〕
行
平
女

（３０）７９



　〔
行
頼
〕

　
拾
遺
作
者
／
有
子
孫
薬
師
寺

　〔
女
子
〕

　
光
朝
法
師
母
　
後
拾
作
者

（
　
）　
萩
谷
朴
「
清
少
納
言
を
め
ぐ
る
男
性
」（『
枕
草
子
講
座
　
１
清
少
納
言
と
そ
の
文
学
』　
有
精
堂
　
昭
和
五
十
年
〈
一

２２
九
七
五
〉
十
月
）

（
　
）　
村
井
氏
前
掲
書
（
註
　
─
②
）

２３

１５

（
　
）　『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
二
月
二
十
九
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）

２４
　（
前
略
）（
菅
原
）
宣
義
朝
〔
臣
脱
〕
賜
（
橘
）
行
平
申
文
、
是
叙
四
位
令
作
位
記
、
駿
河
・
常
陸
等
治
国
加
階
也
、（
後

略
）

（
　
）　『
権
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
四
月
十
四
日
条
（
史
料
大
成
）

２５
　
参
内
、
有
陣
定
、
大
弐
上
野
介
忠
範
、
加
賀
守
兼
親
、
因
幡
守
行
平
等
申
請
事
也
、

（
　
）　「
条
事
定
文
写
」（『
平
安
遺
文
』
四
三
九
）

２６
　（
前
略
）

　
因
幡
守
（
橘
）
行
平
朝
臣
申
請
、
被
裁
許
雑
事
二
箇
条
事

　
一
請
任
代
垣
例
、
一
任
間
神
寺
院
宮
家
封
戸
充
調
絹
代
疋
別
銭
五
百
文
、
庸
綿
屯
別
卅
文
進
済
事
、

　
　
同
前
諸
卿
定
申
云
、
彼
国
絹
代
疋
別
充
銭
六
百
文
、
有
裁
定
之
例
、
然
則
依
彼
例
、
可
被
裁
許
、

　
　
但
至
于
庸
綿
代
無
所
見
、
不
可
被
裁
許
歟
、

　
一
請
因
准
先
例
、
被
裁
許
挙
国
給
復
一
年
調
庸
雑
物
事
、

　
　
同
前
諸
卿
定
申
云
、
彼
国
前
司
（
藤
原
）
惟
憲
任
中
興
復
之
由
、
遍
有
其
聞
、
申
請
之
旨
専
無
其
謂
、
不
可
被
裁
許

歟
、

　
　
　
寛
弘
二
年
四
月
十
四
日
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（
　
）　『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）

２７
　（
前
略
）
因
幡
前
後
司
与
不
事
、
後
司
（
橘
行
平
）
申
云
、
停
官
対
間
、
令
奏
可
解
由
給
由
、
件
事
甚
奇
怪
、
前
司
（
藤

原
惟
憲
）
申
所
有
道
理
歟
、
重
被
問
、
無
所
申
、
仍
仰
可
解
由
垣
、
即
給
之
、
別
功
不
動
事
未
定
也
、
固
帳
後
有
実
物
、

可
下
宣
旨
付
、
今
日
追
難
〔
儺
〕
間
定
難
、

（
　
）　『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
正
月
六
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）

２８
　（
前
略
）（
橘
）
行
平
与
（
藤
原
）
惟
憲
所
論
八
千
不
〔
石
〕
不
動
事
行
平
進
申
文
、
多
以
相
違
、
仍
召
広
業
朝
心
〔
問
〕

案
内
、

（
　
）　『
公
卿
補
任
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
条
の
藤
原
惟
憲
の
注
記
に
「
長
保
三
正
廿
四
因
幡
守
。
寛
弘
二
正
廿
五
得
替
。

２９
同
三
正
廿
八
甲
斐
守
」
と
あ
る
。

（
　
）　『
権
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
七
月
二
十
三
日
条
（
史
料
大
成
）

３０
　（
前
略
）
亦
被
仰
因
幡
国
官
人
以
下
日
者
有
愁
申
之
事
、
可
召
其
状
、
即
仰
史
是
氏
、
令
官
掌
取
之
、
申
案
内
、
大
臣

令
左
中
弁
奏
案
内
申
文
、
暫
令
候
可
待
定
日
、
百
姓
等
可
罷
帰
云
々
、
即
又
仰
之
、
史
公
節
又
預
給
申
文
、

（
　
）　『
権
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
月
二
十
九
日
条
（
史
料
大
成
）

３１
　（
前
略
）
因
幡
守
行
平
朝
臣
依
百
姓
愁
訴
、
被
召
問
殺
害
介
千
兼
由
等
、
一
度
参
候
弁
申
不
分
明
、
其
後
度
々
雖
令
召

不
参
、
仍
其
由
被
下
定
、
諸
卿
申
法
家
可
勘
申
由
、（
後
略
）

（
　
）　『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
月
二
十
九
日
条
（
国
史
大
系
）

３２
　（
前
略
）
群
議
因
幡
守
橘
行
平
殺
介
因
幡
千
里
之
由
。

（
　
）　『
今
昔
物
語
集
』
第
十
七
巻
「
養
造
地
蔵
仏
師
得
活
人
語
」
第
二
十
五
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

３３
　
今
昔
、
因
幡
ノ
国
、
高
草
ノ
郡
、
野
坂
ノ
郷
ニ
一
ノ
寺
〔
有
〕
リ
。
名
ヲ
バ
国
隆
寺
ト
云
フ
。
彼
ノ
国
ノ
前
ノ

介
　
　
　
千
包
ト
云
フ
人
ノ
建
立
ノ
寺
也
。（
後
略
）

（
　
）　『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
二
月
二
十
五
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）

３４
　
着
右
丈
〔
仗
〕
座
、
定
不
堪
文
、
従
御
前
因
幡
守
（
橘
）
行
平
・
右
衛
門
督
（
衍
）
尉
（
橘
）
惟
弘
等
下
賜
明
法
勘
文
、

（３２）７７



諸
卿
申
云
、
有
法
家
勘
申
事
、
此
外
何
事
申
哉
、
只
随
勅
定
者
、（
後
略
）

　『
権
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
二
月
二
十
五
日
条
（
史
料
大
成
）

　
参
内
、
有
不
堪
定
、
亦
因
幡
守
行
平
朝
臣
幷
惟
弘
等
事
被
定
、
行
平
多
事
、
依
勘
状
可
被
行
事
了
、

（
　
）　『
公
卿
補
任
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
菅
原
輔
正
の
項
（
国
史
大
系
）

３５
　
管
輔
正
〈
八
十
四
〉
式
部
大
輔
。
去
年
辞
三
木
請
以
男
為
理
任
因
幡
守
。
今
年
正
月
─
三
河
守
。
二
月
七
日
止
三
木
。

大
輔
如
元
。

　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）
参
照
。

１５

（
　
）　
村
井
氏
前
掲
書
（
註
　
─
②
）

３６

１５

（
　
）　「
因
幡
国
東
大
寺
領
高
庭
荘
坪
付
」（『
平
安
遺
文
』
二
五
一
号
）
＊
文
書
名
は
『
平
安
遺
文
』
の
表
記
に
よ
る
。

３７
　（
前
略
）

　
　
　
天
慶
三
年
九
月
二
日
　
図
師
擬
主
張
件
「
豊
雄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
擬
主
張
件
「
忠
吉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
帳
鳥
取
（
高
俊
）

　
判

　
少
領
国
司
代
日
置
臣
（
寿
）　
主
帳
鳥
取

　
検
挍
置
始
臣
　
　
　
　
　
　
　擬
主
張
件

　
検
挍
日
置

　
検
挍
刑
部
直
（
正
方
）

　
郡
老
伊
福
部
「
豊
純
」

　
擬
大
領
伊
福
部
（
正
覚
）

　
擬
大
領
因
幡
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擬
少
領
国
造

　
＊『
平
安
遺
文
』
に
は
「
高
草
郡
印
」
が
数
十
あ
る
旨
、
注
記
が
あ
る
。

　
＊『
平
安
遺
文
』
に
は
、（
　
）
内
の
人
名
を
「
草
名
」
と
の
み
表
記
し
て
い
る
が
、
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

１５

に
従
っ
て
、
人
名
を
入
れ
た
。
ま
た
、
同
論
文
で
は
郡
老
の
名
を
「
豊
張
」
と
し
て
い
る
。
村
井
氏
前
掲
書
（
註
　
─
②
）

１５

で
も
人
名
の
表
記
は
同
論
文
と
同
様
で
あ
る
。

（
　
）　『
小
右
記
』
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
七
月
十
一
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）

３８
　（
前
略
）
惟
憲
明
後
日
入
洛
、
随
身
珍
宝
不
知
其
数
云
垣
、
九
国
二
嶋
物
掃
底
奪
取
、
唐
物
又
同
、
已
似
忘
耻
、
近
代
以

冨
人
為
賢
者
、
惟
憲
献
白
鹿
千
〔
于
〕
関
白
（
藤
原
頼
通
）
云
垣
、（
後
略
）

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

３９

１５

（
　
）　
伊
福
吉
部
臣
徳
足
比
売
墓
誌
（『
寧
楽
遺
文
』）
＊
現
品
に
合
わ
せ
て
配
字
し
た
。

４０
　
因
幡
国
法
美
郡

　
伊
福
吉
部
徳
足

　
比
売
臣

　
藤
原
大
宮
御
宇
大
行

　
天
皇
御
世
慶
雲
四
年

　
歳
次
丁
未
春
二
月
二

　
十
五
日
従
七
位
下
被
賜

　
仕
奉
矣

　
和
銅
元
年
歳
次
戊
申

　
秋
七
月
一
日
卒
也

　
三
年
庚
戌
冬
十
月

　
火
葬
即
殯
此
処
故

（３４）７５



　
末
代
君
等
不
応
崩

　
壊

　
上
件
如
前
故
謹
録
錍

　
和
銅
三
年
十
一
月
十
三
日
己
未

（
　
）　
浜
崎
洋
三
、
中
林
保
、
戸
祭
由
美
夫
「
古
代
の
鳥
取
」（『
新
修
鳥
取
市
史
　
第
一
巻
　
古
代
・
中
世
篇
』
古
代
第
三

４１
章
　
鳥
取
市
　
昭
和
五
十
八
年
〈
一
九
八
三
〉
三
月
）。
な
お
、
本
稿
と
関
連
す
る
箇
所
は
浜
崎
洋
三
氏
の
執
筆
に
な
る

と
み
ら
れ
る
の
で
、
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
便
宜
的
に
浜
崎
氏
の
論
文
と
し
て
表
記
す
る
。

（
　
）　『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
二
月
九
日
条
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

４２
　
因
幡
国
高
草
采
女
従
五
位
下
国
造
浄
成
女
等
七
人
賜
姓
因
幡
国
造
。（
後
略
）

（
　
）　
浜
崎
洋
三
「
古
代
の
一
地
方
豪
族
の
盛
衰
─
─
因
幡
氏
に
つ
い
て
─
─
」（『
鳥
取
市
史
研
究
』
創
刊
号
　
昭
和
五
十
一

４３
年
〈
一
九
七
六
〉
三
月
）
そ
の
後
、『
伝
え
た
い
こ
と
　
濱
崎
洋
三
著
作
集
』（
濱
崎
洋
三
著
作
集
刊
行
会
　
平
成
十
年
〈
一

九
九
八
〉
二
月
）
に
再
録
。

（
　
）　『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
月
十
五
日
条
（
国
史
大
系
）

４４
　（
前
略
）
正
四
位
上
因
幡
国
造
浄
成
女
卒
。
浄
成
女
、
元
因
幡
国
高
草
郡
之
采
女
也
。
天
皇
特
加
寵
愛
。
終
至
顕
位
。

（
　
）　
佐
伯
有
清
「『
因
幡
国
伊
福
部
臣
古
志
』
の
研
究
（
森
克
己
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
史
学
論
集
　
対
外
関
係
と
政
治
文
化
』

４５
第
二
　
吉
川
弘
文
館
　
昭
和
四
十
九
年
〈
一
九
七
四
〉
二
月
）
そ
の
後
、
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
　
索
引
・
論

考
篇
』（
吉
川
弘
文
館
　
昭
和
五
十
九
年
〈
一
九
八
四
〉
三
月
）
に
再
録
。

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
）

４６

４３

（
　
）　
前
掲
史
料
（
註
　
）

４７

３７

（
　
）　
浜
崎
氏
等
前
掲
論
文
（
註
　
）

４８

４１

（
　
）　
浜
崎
氏
は
前
掲
論
文
（
註
　
）
の
中
で
、
本
文
書
に
記
さ
れ
る
「
日
置
は
気
多
郡
日
置
郷
に
、
鳥
取
は
邑
美
郡
鳥
取
郷

４９

４１

に
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
名
で
あ
る
。
郡
司
に
任
用
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
の
由
来
す
る
郷
を
拠
点
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に
勢
力
を
張
る
地
方
豪
族
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
伊
福
部
は
法
美
郡
稲
葉
郷
に
勢
力
拠
点
を
置
く
こ
と
は

論
を
ま
た
な
い
。
高
草
郡
内
に
拠
点
を
持
つ
の
が
明
確
な
の
は
、
因
幡
氏
と
国
造
氏
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

こ
の
判
は
高
草
郡
衙
の
郡
判
と
み
な
す
よ
り
は
、
高
草
・
気
多
・
邑
美
・
法
美
な
ど
各
郡
の
有
力
郡
司
層
の
連
署
と
考
え

る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
各
郡
の
郡
司
層
の
連
帯
組
織
が
生
じ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
文
書
に
は
「
高
草
郡
印
」
が
数
十
押
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
人
名
は
あ
く
ま
で
高

草
郡
内
に
お
け
る
人
員
配
備
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

５０

１５

（
　
）　『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
七
月
二
十
七
日
条
（
国
史
大
系
）

５１
　
因
幡
国
法
美
郡
無
位
宇
倍
神
奉
授
従
五
位
下
。
即
預
官
社
。
以
国
府
西
有
失
火
。
随
風
飛
至
。
府
舎
将
燔
。
国
司
祈
請
。

登
時
風
輟
火
滅
。
霊
験
明
白
也
。

（
　
）　『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
十
一
月
十
三
日
条
（
国
史
大
系
）

５２
　
授
因
幡
国
従
三
位
宇
倍
神
正
三
位
。（
後
略
）

（
　
）　『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
五
月
二
十
一
日
条
（
国
史
大
系
）

５３
　
詔
。
又
以
因
幡
国
正
三
位
天
穂
日
命
神
列
於
官
社
。

（
　
）　
宮
地
崇
邦
「
因
幡
堂
縁
起
の
成
立
」（『
國
學
院
雑
誌
』
六
〇
巻
一
・
二
号
　
昭
和
三
十
四
〈
一
九
五
九
〉
年
二
月
）

５４
（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

５５

１５

（
　
）　
上
田
氏
前
掲
論
文
（
註
８
）

５６
（
　
）　
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）

５７
（
　
）　
村
井
氏
前
掲
書
（
註
　
─
②
）

５８

１５

（
　
）　『
中
右
記
』
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
七
月
四
日
条
（
史
料
大
成
）

５９
　
早
旦
参
院
、
以
顕
輔
朝
臣
被
仰
云
、
従
因
幡
国
伏
苓
と
云
薬
出
来
之
由
所
聞
食
也
、
有
御
用
事
、
早
遣
取
可
進
上
之
旨

所
奏
也
、

（３６）７３



（
　
）　「
因
幡
国
高
庭
荘
検
田
帳
案
」（『
平
安
遺
文
』
一
九
三
）
＊
文
書
名
は
『
平
安
遺
文
』
の
表
記
に
よ
る
。

６０
　
延
喜
五
年
九
月
十
日
付
文
書
で
因
幡
国
高
草
郡
に
あ
っ
た
東
大
寺
領
高
庭
庄
の
状
況
を
報
告
し
た
も
の
。
天
平
勝
宝
七

年
（
七
五
五
）、
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

天
平
勝
宝
七
年
を
除
く
三
期
の
記
録
か
ら
、
北
一
条
散
岐
里
の
地
に
薬
師
寺
の
田
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
　
）　
吉
岡
温
泉
の
由
来
に
つ
い
て
、
鳥
取
藩
の
侍
医
で
あ
っ
た
小
泉
友
賢
が
当
地
の
古
老
か
ら
聞
い
た
話
を
延
宝
二
年
（
一

６１
六
七
四
）
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
鳥
取
市
の
宝
泉
寺
に
所
蔵
さ
れ
、
同
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
本
史
料
は
以
下
の
文
献
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　『
無
駄
安
留
記
報
告
書
二
〇
〇
九
　
鳥
取
大
学
地
域
学
部
地
域
文
化
学
科
二
〇
〇
九
年
度
地
域
文
化
調
査
』（
鳥
取
大
学

地
域
学
部
地
域
文
化
学
科
　
平
成
二
十
二
年
〈
二
〇
一
〇
〉
三
月
）

　
な
お
、
上
田
氏
の
論
文
で
は
そ
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　「
因
幡
国
高
草
郡
吉
岡
郷
ニ
葦
阜
長
者
ア
リ
。
娘
一
人
ア
リ
シ
カ
十
二
ノ
頃
悪
瘡
ヲ
悩
ミ
、
古
海
ノ
菖
蒲
山
薬
師
如
来

ニ
祈
ル
。
霊
告
ア
リ
、
古
柳
ノ
下
ニ
霊
仏
一
体
ア
リ
、
其
下
ニ
神
水
湧
出
ス
、
娘
ノ
悪
瘡
ヲ
洗
ヘ
ト
。
長
者
某
言
ノ
如
ク

ス
。
瘡
癒
ユ
。
依
テ
堂
ヲ
建
テ
、
仏
ヲ
祀
ル
。
湯
モ
亦
湧
出
ス
。
今
ニ
之
ヲ
株
湯
ト
称
ス
。」

　
ま
た
、
本
史
料
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
も
参
照
し
た
。

　『
因
幡
と
朝
廷
　
平
安
時
代
の
因
幡
国
司
』（
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
平
成
二
十
八
年
度
特
別
展
図
録
　
平
成
二
十
八
年
〈
二

〇
一
六
〉
十
月
）

（
　
）　
観
智
院
本
に
記
さ
れ
る
、
現
地
に
残
さ
れ
た
台
座
と
光
背
を
祀
る
座
光
寺
の
物
語
に
類
す
る
内
容
と
思
わ
れ
る
。
管
見

６２
で
は
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
把
握
し
て
い
な
い
が
、
上
田
氏
の
論
文
で
は
以
下
の
よ
う
な
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
の
記
事
と
し
て
①
「
菅
原
為
理
為
因
幡
守
、
橘
行
平
任
満
チ
テ
京
師
ニ
帰
ル
ヤ
、
高
草
郡
菖

蒲
村
坐
光
寺
ノ
薬
師
如
来
ヲ
携
ヘ
去
ラ
ン
ト
ス
。
郷
民
之
ヲ
悲
ミ
、
残
置
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
。
行
平
之
ヲ
許
ス
。
郷
民
喜

ヒ
寺
ヲ
建
テ
ゝ
、
安
置
ス
。
此
ヨ
リ
此
寺
ヲ
坐
光
寺
ト
号
ス
。」

　
さ
ら
に
別
の
一
通
と
し
て
、
②
「
寛
弘
元
年
、
行
平
卿
当
国
ノ
守
ニ
再
任
シ
官
大
納
言
〔
ニ
〕
進
ミ
、
任
限
満
テ
上
洛
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ノ
時
、
此
国
ニ
留
マ
レ
ル
所
ノ
座
光
ヲ
モ
取
上
ラ
ン
ト
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
諸
民
之
ヲ
惜
ミ
止
メ
シ
カ
ハ
、
座
光
ヲ
ハ
当
国
ニ

留
メ
テ
新
仏
ヲ
作
リ
安
シ
ケ
ル
。」

　
な
お
、
①
の
引
用
で
、
行
平
の
後
任
国
司
を
菅
原
為
理
（
た
め
さ
と
）
と
し
て
い
る
の
は
、『
公
卿
補
任
』
寛
弘
五
年

（
一
〇
〇
八
）
の
菅
原
輔
正
の
項
の
記
事
（
註
　
）
と
の
関
連
で
興
味
深
い
が
、
為
理
は
結
局
三
河
国
に
着
任
し
、
因
幡

３５

国
司
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
同
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。

（
　
）　『
中
右
記
』
前
掲
条
（
註
６
）

６３
（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』
前
掲
箇
所
（
註
　
）

６４

２１

（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』
前
掲
箇
所
（
註
　
）
に
よ
る
と
、
則
光
や
則
隆
の
子
息
は
僧
と
な
っ
た
光
朝
を
除
い
て
皆
位
階
が
記
さ

６５

２１

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
行
平
の
子
息
で
あ
る
行
頼
に
は
位
階
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
任
官
で
き
て
い
な
か
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
こ
れ
も
行
平
の
殺
人
事
件
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）。『
時
範
記
』
に
基
づ
く
、
因
幡
国
司
と
し
て
の
平
時
範
の
動
向
に
つ
い
て
は
森
氏
前

６６

１４

掲
書
（
註
　
─
③
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
時
範
記
』
は
以
下
の
よ
う
に
、『
書
陵
部
紀
要
』
に
翻
刻
公

１５

刊
さ
れ
て
い
る
。

　
①「
時
範
記
　
承
徳
三
年
春
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
十
四
号
　
昭
和
三
十
七
年
〈
一
九
六
二
〉
十
月
）

　
②「
時
範
記
　
補
遺
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
十
七
号
　
昭
和
四
十
年
〈
一
九
六
五
〉
十
月
）

　
③「
時
範
記
　
承
徳
三
年
夏
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
十
二
号
　
昭
和
五
十
六
年
〈
一
九
八
一
〉
二
月
）

　
④「
時
範
記
　
永
長
二
年
冬
上
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
十
八
号
　
昭
和
六
十
二
年
〈
一
九
八
七
〉
二
月
）

　
な
お
、
時
範
の
因
幡
国
司
と
し
て
の
動
向
は
①
か
ら
う
か
が
え
る
。

（
　
）　
村
井
氏
は
前
掲
書
（
註
　
─
②
）
で
、
因
幡
堂
縁
起
で
宇
倍
神
社
を
因
幡
国
一
宮
と
し
て
い
る
が
、
一
宮
、
二
宮
の
呼

６７

１５

称
は
早
く
て
も
十
二
世
紀
に
下
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
行
平
の
段
階
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
行
平
の
時
期
、
補
任
以

前
の
国
守
の
立
場
で
は
な
い
一
般
貴
族
の
神
拝
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
潤
色
は
宇
倍

神
社
の
存
在
を
強
調
す
る
た
め
に
伊
福
部
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（３８）７１



　
ま
た
、
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）、
森
氏
前
掲
書
（
註
　
─
③
）
で
は
、
因
幡
国
一
宮
の
初
見
が
『
中
右
記
』

１５

１５

元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
七
月
三
日
条
で
、
そ
れ
が
宇
倍
神
社
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
同
社
が
因
幡
国
一
宮

と
し
て
存
在
意
義
を
高
め
て
い
く
時
期
と
、『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
二
十
一
日
条
（
註
５
）
で
因
幡

堂
が
「
小
霊
験
所
」
と
し
て
記
さ
れ
た
時
期
と
が
重
な
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』
前
掲
箇
所
（
註
　
）

６８

２１

（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』
前
掲
箇
所
（
註
　
）

６９

２１

（
　
）　
上
田
氏
前
掲
論
文
（
註
８
）

７０
（
　
）　『
尊
卑
文
脈
』
前
掲
箇
所
（
註
　
）。
行
平
の
息
子
で
あ
る
行
頼
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
一
首
、
そ
の
女
子
（
光
朝
法
師

７１

２１

母
）
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
二
首
選
ば
れ
て
い
る
。

（
　
）　
註
　
参
照
。

７２

６０

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

７３

１５

（
　
）　
浜
崎
氏
前
掲
論
文
（
註
　
─
①
）

７４

１５

（
　
）　
前
掲
史
料
（
註
　
）

７５

３７

（
　
）　
前
掲
書
（
註
　
）

７６

１３

（
　
）　
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
十
月
二
十
二
日
よ
り
十
二
月
十
一
日
ま
で
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展

７７
「
因
幡
と
朝
廷
　
平
安
時
代
の
因
幡
国
司
」
に
は
、
座
光
寺
薬
師
如
来
像
の
台
座
が
出
品
さ
れ
た
。
前
掲
同
展
図
録
（
註
　
）
６１

の
解
説
に
よ
る
と
、「
座
光
寺
は
中
世
に
は
菖
蒲
薬
師
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
前
に
一
旦
衰
退
し
、
後
に

現
在
の
地
に
移
っ
て
再
興
し
た
が
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
焼
失
し
た
。
そ
の
際
に
、
こ
の
台
座
は
持
ち
出
さ
れ
て

今
日
ま
で
同
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
表
面
の
装
飾
は
大
半
が
焼
け
落
ち
て
い
る
が
、
部
分
的
に
金
属
の
装
飾
や
蓮
の
花
弁
、

若
干
の
金
箔
の
装
飾
が
残
り
、
往
時
の
煌
び
や
か
な
姿
が
想
像
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
本
台
座
は
、
蓮
華
座
の
上
に
さ
ら
に

別
の
蓮
華
座
の
蓮
肉
部
と
敷
茄
子
が
の
る
形
を
示
し
て
い
る
。
同
図
録
に
は
時
代
や
法
量
の
記
載
は
な
い
が
、
本
台
座
の

制
作
時
期
は
上
部
の
蓮
華
座
の
一
部
も
含
め
て
鎌
倉
時
代
に
遡
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
目
測
に
よ
る
と
、
下
部
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の
蓮
華
座
の
台
脚
部
の
幅
は
約
二
五
セ
ン
チ
と
見
ら
れ
、
本
台
座
に
安
置
で
き
る
像
の
高
さ
と
し
て
は
五
〇
セ
ン
チ
前
後

が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
像
高
一
五
三
セ
ン
チ
の
因
幡
堂
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
。

し
か
し
、
根
本
像
が
檀
像
な
い
し
檀
像
風
の
小
形
の
像
で
あ
れ
ば
、
本
台
座
の
大
き
さ
は
そ
れ
に
見
合
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
興
味
深
い
。

（
　
）　
中
野
氏
前
掲
論
文
（
註
１
）
で
は
賀
留
津
で
引
き
揚
げ
ら
れ
た
の
は
仏
像
で
は
な
く
、
霊
木
で
あ
っ
た
と
す
る
。

７８

付
記

　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
平
等
寺
代
表
役
員
大
釜
諦
順
氏
、
延
算
寺
住
職
道
家
成
法
氏
に
は
御
本
尊
の
写
真
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
い

た
。
ま
た
、
東
京
国
立
博
物
館
、
鳥
取
県
立
博
物
館
か
ら
は
画
像
の
提
供
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、

延
算
寺
薬
師
如
来
立
像
は
毎
年
五
月
五
日
に
の
み
開
扉
さ
れ
る
旨
、
同
寺
の
御
要
望
に
よ
り
付
記
し
て
お
く
。

　
本
稿
は
、
平
成
二
十
七
年
度
・
二
十
八
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
平
安
時
代
に
お
け
る
受
領
層
の
造
像
に
関
す
る
基
礎
的
調
査

研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、『
改
訂
　
国
府
町
誌
』（
国
府
町
　
平
成
十
六
年
〈
二
〇
〇
四
〉
十
月
）
に
、
図
書
寮
叢
刊
『
伏
見
宮
家
九
条
家

旧
蔵
　
諸
寺
縁
起
集
』（
宮
内
庁
書
陵
部
　
昭
和
四
十
五
年
〈
一
九
七
〇
〉
三
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
因
幡
堂
旧
事
縁
起
』（
九
条
家

本
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
本
縁
起
で
は
行
平
が
因
幡
守
在
任
中
の
巡
行
の
折
に
、
田
の
中
で
か
か
し
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
像
を
京
都
の
行
平
邸
に
移
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
因
幡
堂
縁
起
と
は
別
系
統
と
い
え
る
。
こ
の
縁
起
に
つ

い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（４０）６９



京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４１）

図１　重要文化財　木造薬師如来立像（正面）　平安時代・１１世紀　像高１５３．０cm
京都・平等寺（因幡堂）

画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image Archives
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（４２）

図２　重要文化財　木造薬師如来立像　平安時代・１０世紀　像高１５３．０cm
岐阜・延算寺

鳥取県立博物館撮影

６７



京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４３）

図３　重要文化財　木造薬師如来立像（左斜側面）
京都・平等寺（因幡堂）

画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image 
Archives

図４　重要文化財　木造薬師如来立像（左斜側面）
岐阜・延算寺

鳥取県立博物館撮影
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（４４）

図６　重要文化財　木造薬師如来立像（右斜側面）
岐阜・延算寺

鳥取県立博物館撮影

図５　重要文化財　木造薬師如来立像（右斜側面）
京都・平等寺（因幡堂）

画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image 
Archives
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４５）

図７　重要文化財　木造薬師如来立像（左側面）
京都・平等寺（因幡堂）

画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image 
Archives

図８　重要文化財　木造薬師如来立像（左側面）
岐阜・延算寺

鳥取県立博物館撮影

６４



（４６）

図１０　重要文化財　木造薬師如来立像（頭部正面）
岐阜・延算寺

鳥取県立博物館撮影

図９　重要文化財　木造薬師如来立像（頭部正面）
京都・平等寺（因幡堂）

画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image Archives
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４７）

図１２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図１１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　鎌倉時代・１４世紀
縦３３．６㎝　横１０８２．８㎝　東京国立博物館

画像提供：東京国立博物館
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（４８）

図１４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図１３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４９）

図１６　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段～第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図１５　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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（５０）

図１８　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図１７　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５１）

図２０　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第３段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図１９　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第３段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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（５２）

図２２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図２１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５３）

図２４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段～第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図２３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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（５４）

図２６　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図２５　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５５）

図２８　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図２７　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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（５６）

図３０　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第６段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図２９　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第６段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５７）

図３２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第７段～第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図３１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第７段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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（５８）

図３４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館

図３３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
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